
緒言

　作業療法士（以下，OTR）養成課程における臨床

実習は，養成校で学習した知識と技術・技能および

態度を臨床実習施設での作業療法（以下，OT）体

験を通して統合する目的で行われ，重要な教育プロ

グラムとして位置付けられている１）．近年では，診

療参加型の臨床実習が注目されており，従来の実習

スタイルと比較して臨床現場における経験が重要視

されている２，３）．診療参加型の臨床実習は，臨床実

習の経験の量的な側面を促進する特徴を持つ３）．一

方で，経験の質的な側面については，臨床教育者（以

下，CE）の力量に委ねられていると考える．また，

CE の若年化等による臨床教育の質の格差の拡大が

指摘されている１）．そのため，CE が臨床実習の経

験の質を高めるための教育方法を検討することは喫

緊の課題である．

　経験の質を高める教育方法として，看護領域では

リフレクションが利用されている４）．リフレクショ

ン学習によって，経験から学習する能力や自分の能

力に対する自信，学習機会を追い求める探究心，挑

戦する態度，柔軟な態度など，学習者として基本的

な能力を向上することが期待される４）．リフレクショ

ン技能には，①自己への気づき，②描写，③批判的

分析，④総合，⑤評価という５つがあると言われ，

これら技能全体を高める方略の一つとして，リフレ

クション・シート（以下，RS）が使用されている５）．
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要旨：本研究の目的は，診療参加型の作業療法臨床実習でのリフレクション・シート使用について臨床教育

者の観点からの有用性と課題を明らかにすることである．研究協力者は身体障害領域の作業療法士６名だっ
た．データ収集は個別インタビューを利用し，分析は回帰的テーマ分析を用いた．結果，ａ）リフレクショ
ンによる学習の推進，ｂ）リフレクションの準備性，ｃ）リフレクション促進の教育方略という３つのテー
マが特定された．リフレクション・シート使用の有用性には，自己決定型学習や省察的な実践家への移行，
対象者中心性の促進が示唆された．課題には，リフレクション教育のための学習者の準備，教育人材や手段
の不足が考えられた．
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　著者ら６）は，看護領域の RS を OT 領域に応用し

た．具体的には，臨床実習における作業療法学生（以

下，OTS）の経験の質を高めることに着目し，その

方法として身体障害領域での診療参加型の OT 臨床

実習での RS 活用事例を報告している．この報告で

は，臨床実習における RS 使用は，CE の教育技能を

補い，臨床実習経験の質を高める実用的な手段の一

つになることが示唆された６）．しかし，診療参加型

の臨床実習における RS 使用が，どのような点で臨

床実習経験の質を高めることに役立てられるのかに

ついては不明であった．臨床実習経験の質を探索す

るための方法として，CE と OTS の２つの観点から

探索を行っており，本論では CE の観点からの探索

に焦点を当てる．

　以上より，診療参加型の OT 臨床実習での RS 使

用について CE の観点からの有用性と課題を明らか

にすることを本研究の目的とした．これにより，診

療参加型の OT 臨床実習における RS の使用根拠や

留意点の参考の一助になると考えられる．

方法

１．研究参加者とその選出方法

　本研究ではスノーボーリング・サンプリング７）を

採用した．これは合目的的に鍵となる対象者を選出

し，それ以降は参加者から次の参加者を選出してい

くサンプリング手法である７）．この方法の選択理由

は，OT 領域での RS 使用はまだ普及していないと

考えられ，RS 使用経験者からの紹介による選出が

適切だと考えたためである．参加者選出に関する適

格基準は，身体障害領域で診療参加型の OT 臨床実

習において CE として RS（図１）の使用経験があ

る OTR とした．身体障害領域とした理由は，筆頭

著者および第２著者の専門領域が身体障害領域であ

り，CE の経験の理解のためには領域を限定する必

要があると考えたためである．

　研究参加者は関東の２つの一般病院の回復期リハ

ビリテーション病棟に勤務する６名だった．男性４

名，女性２名，年齢は 29.3 ± 2.5 歳，臨床経験年数

は 7.5 ± 2.1 年，10 名以上の診療参加型の OT 臨床

実習の指導経験を持つ者が４名だった（表１）．

図１　本研究で使用した RS
備考：�本研究で利用した RS（リフレクション・シート）は，文献５の RS を OT 領域に合うように文言

を一部改変した，文献６の RS と同様である
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２．倫理的配慮

　研究参加者には，研究参加に関して十分に説明し，

研究参加の同意を文書で得た．本研究は，研究代表

者の所属施設の倫理審査委員会の承認後に実施した

（承 19-003）．

３．データ収集方法

　インタビューガイド（表２）を使用して個別の

半構造化インタビューを実施した（期間：2019 年

10 〜 11 月）．インタビュー内容は IC レコーダーで

録音し，逐語録化した．

４．データ分析方法

　本研究では，リフレクションの教育経験を理解す

るためには，潜在的な意味に焦点を当てる必要があ

ると考え，回帰的テーマ分析８，９）を用いた．分析

は次のプロセスで行われた．１）データに慣れる，

２）初期コーディングの生成，３）テーマの検索，

４）テーマのレビュー，５）テーマの定義と命名，

６）レポートの作成である８，９）．

　具体的には，筆頭著者が全ての逐語記録を読み，

コード化してデータの中の潜在的なパターンの意味

を特定した．結果として得られたコードは，一貫性

を保つために筆頭筆者がすべてのデータセット全体

に適用した．コードが潜在的なテーマに集約された

後，マインドマップを用いてテーマの関係性を概念

化した．その後，各テーマの具体性を洗練させるた

めに継続的な分析を行い，各テーマの明確な定義と

名前を生成した８）．

　データ分析ソフトウェアには，MAXQDA 2018

（VERBI）を使用した．Braun と Clarke のテーマ分

析は本質的に主観的なプロセスであり，その前提に

研究者の振り返りを必要とする立場を取る９，10）．そ

のため，分析前に飽和度を設定せず，共著者と議論

し，生成されたコード，テーマを洗練する際に回帰

的に修正した９，10）．

結果

　診療参加型の OT 臨床実習における RS 使用に関

する３つのテーマが明らかになった（図２）．すなわ

ち，ａ）リフレクションによる学習の推進，ｂ）リ

フレクションの準備性，ｃ）リフレクション促進の

教育方略である．これら３つのテーマの関係性とし

て，ａ）は，ｂ）とｃ）の重なり合いによる相互作

用の影響を受けていた．以下に各テーマについて説

明する．なお，サブテーマは〈　〉，参加者の語り

は「　」で示す．

ａ）リフレクションによる学習の推進

　このテーマは，CE が臨床実習のなかで RS を使用

することによって，学習が推進できた経験を反映し

ている．サブテーマとして，CE は，RS 使用が OTS

にとって〈学習者中心の学習の機会〉となっている

と認識していた．A は，RS 使用によって OTS 自身

が成長を実感できていることを経験していた．

表１　研究参加者の特徴

ID 性別 
年齢 

（歳） 

経験 

(年) 

診療参加型の 

臨床実習指導経験 
RS 使用経験＊ 所属 

A 男性 29 8 10 名以上 総合臨床実習（10 週）2 名 A 病院 回復期リハ病棟 

B 男性 26 5 6 名 評価実習（4 週）1 名 A 病院 回復期リハ病棟 

C 男性 33 11 10 名以上 
評価実習（4 週）1 名 

総合臨床実習（10 週）1 名 
A 病院 回復期リハ病棟 

D 女性 27 5 4 名 総合臨床実習（10 週）1 名 B 病院 回復期リハ病棟 

E 男性 32 9 10 名以上 総合臨床実習（10 週）1 名 B 病院 回復期リハ病棟 

F 女性 29 7 10 名以上 総合臨床実習（10 週）3 名 B 病院 回復期リハ病棟 

＊：RS（リフレクションシート）を使用した診療参加型の臨床実習とその人数を示す． 

表２　インタビューガイドの質問項目

半構造的な質問項目 

Q リフレクション・シートをどのように使用しましたか？  

追加 Q：それはどのような状況でしたか？ 

Q リフレクション・シートを使ってみていかがでしたか？ 

追加 Q：それはどのような経験からそう思ったのでしょうか？ 

追加 Q：なぜそのように感じたのでしょうか？ 

Q リフレクション・シートが有用だと思う点，課題だと思う点はあり

ますか？ 

追加 Q：それはどのような点でしょうか？ 

追加 Q：それはどのような経験からそう思ったのでしょうか？ 
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　　�「RS は本人自身のことを振り返るから最初と比
べれば成長を感じることができるのかなってい
うふうに思う」（A）

　このように，RS 使用は，OTS が自身の経験から

フィードバックを得る機会として，自身で学習を進

めていくことにつながると経験していた．また，E

は RS 使用の機会について，臨床実習の中で OTS が

自身でフィードバックできる少ない機会であると捉

えた．

　　�「（OTS は）自分自身を正すために，こんな行
動をしたほうがいいとか．こういうのってバ
イザーが指摘することが多く，自分のためにや
るっていうことは少ない」（E）

　一方で，臨床実習では適切な学習課題に取り組ん

でいく必要があり，CE はそれを OTS と一緒に明

らかにしようと試みていた．その際に RS を使用す

ることで，〈課題の見える化と解決行動へのつなぎ〉

が得られていると経験していた．Cは，RS使用によっ

て OTS が持つ課題が明確になり，CE と OTS との

間でその課題を共有ができたことを経験していた．

　　�「これ（RS）を使うとさらにこうすればよかっ
たと自分でちゃんと気づけて．（RS によって）
視覚的にしたことでこうしたらよかったんだっ
て，（OTS が）すごいすっきりした顔をしてい

たので．見える化できるのはいいなと思いまし
た」（C）

　また，B は担当する OTS に RS を使用し，解決行

動につながったことを経験していた．

　　�「次に繋がるようなイメージがありました．RS
を使った方が次どうしようっていうところのつ
なぎに有効だったかなと思います」（B）

　さらに，CE は対象者に関わる上で，OTS が自己

の価値観を知ることは重要だが，あまり機会がない

と認識しており，RS 使用は OTS が自己の〈価値観

に気づくきっかけ〉となっていると経験していた．

　　�「（OTS の）自分の価値観みたいなのって書面に
しないと出てこないなと．結局，（従来のまま
では）本人の価値観というところにあんまり焦
点が当たっていなくて」（E）

　このように E は従来の方法では価値観に焦点を当

てることが難しいと感じていた．そして，OTS が

RS 使用によって価値観を自覚して対象者に関わる

利点について述べた．

　　�「（OTS は）患者さんが何ができるかっていうこ
とだけを考えていました．なので，本人（OTS）
が自分の価値観を知った上で，患者さんと関わ
れることはこのシートのプラスの部分かと感じ
ています」（E）

図２　�診療参加型の OT 臨床実習における RS 使用

に関する３つのテーマ
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　さらに，CE は RS を使用することによって，OTS

が〈対象者中心の視点を持つ〉ことを感じていた．

これは RS の使用を通して OTS が対象者中心の視

点を学んでいたことを示している．F は，担当する

OTS が対象者中心への思考が移行したことを経験し

ていた．

　　�「患者さんがどうして欲しかったっていう感じ
ではなかったんですね．患者さんの話ももちろ
ん出るんですけど，真ん中にいるのが自分で．
これ書いてから患者さんがこうだったから私が
こういうふうにすればよかったとか，話してる
内容は同じ感じでも誰が真ん中にいるかってい
うのが，変わったのかな」（F）

ｂ）リフレクションの準備性

　このテーマは，CE が臨床実習の中で RS を使用

するために必要なリフレクションの準備性につい

て反映している．CE は RS を使用する準備として，

CE と OTS との間で〈リフレクションの目的の共

有〉ができていることが重要だと感じていた．F は，

OTS が RS の焦点が自身の経験よりも，記述内容の

正誤に焦点が当てられたことにより，RS を活用で

きなかった経験をし，RS 使用の準備としてリフレ

クションの目的の共有の重要性を認識していた．

　　�「間違ってるかもしれないからと，書くよりも
求められてるものに心配しちゃってる感じで．

（略）だから取りかかれない．そういうことば
かり考えてしまって」（F）

　また，CE は RS 使用のための準備として，RS の

オリエンテーションやプレ実習等での試用の機会を

通して，OTS の〈リフレクションへの慣れ〉が重要

だと経験していた．F は，OTS 自身の理解促進や慣

れへのサポートが必要だと認識していた．

　　�「理解するまでは一緒に見てあげないと．上手
く使えないのにやらせてもそれこそ時間の無駄
になっちゃうと思うので．そこはサポートしな
がらこれを理解するまでは一緒にやってあげる
という形をとらないと難しいのかなと」（F）

　また，この慣れについて，C は実習前に練習する

ことを提案した．

　　�「やり慣れておくじゃないですけど，アナウン
スはして頂いてこうやるんだよっていう何かお

手本みたいな感じのとか．プレ実習とかの時に
行って自分の反省点のこととかをかければいい
かなって思います」（C）

　さらに，CE は，RS を〈臨床実習に取り入れる技

量の必要性〉を認識していた．

　　�「臨床をこなしながら学生の指導をしてってい
うところで，RS にかける時間がどれだけ作れ
るかって言うとやっぱり厳しい」（F）

　このように F は，臨床実習に RS を取り入れるた

めには時間的な制約が存在し，自分の力量では対処

が困難であることを述べた．さらに A は，それら実

習の時間や課題量の制約のなかで RS を取り入れて

いく工夫を述べた．

　　�「そこ（リフレクション）にかける時間ってい
うのは制限がかかってしまって．学生の時間外
の時間にやらせることができないです．学生に
はそんなに負担かけられないのでちょっとずつ
やっている感じにしています」（A）

　加えて，A は，CE 自身のリフレクションに関す

る技量の必要性について述べた．

　　�「（CE 自身が）自分を振り返ったことがない人
が（臨床実習における）学生の振り返りを支援
するのは難しいのかなと思います」（A）

ｃ）リフレクション促進の教育方略

　このテーマは，CE が OTS に対して RS を使用し

てリフレクションを促進する教育方略の内容が反映

されている．CE は〈具体的な経験への焦点化〉の

手段として RS を適用することによって，OTS がよ

り具体的な経験からリフレクションすることを促進

していた．C は，リフレクションを促進するための

RS 適用を判断していた．

　　�「多少できているんだけれども本人がネガティ
ブに感じていて，自分ができていることとか自
分の経験にうまく着目できなくって漠然と不安
に感じていることがある．具体的な経験に着目
しましょうということに使う」（C）

　さらに，CE は RS を適用した後に，〈学生の特性

に応じた段階付け〉を行なうことによって，OTS の

リフレクションを促進していた．

　　�「視点が狭い学生だといろんな情報が入ってく
るとパニクってしまうので．自分の処理能力に
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合わせて情報を見ていると思いますね．またそ
れに合わせて指導内容も変えていかないといけ
ないなと」（C）

　このように C は，RS 使用の際には OTS の特性を

見極める必要を述べた．同様に，D は OTS にとっ

ては量的に課題が過多になることを懸念した．

　　�「彼の場合は一杯一杯になっちゃうんじゃない
でしょうか．これ（RS）直さなきゃいけないと
思っていても，実際実習に来て，患者さん目の
前にして，あれこれやろうとするとどっか行っ
ちゃうんでしょうね」（D）

　さらに，A は RS 使用の際に OTS の状態から段階

付けてリフレクションを支援していた．

　　�「どこまで進んでいるかなっていうチェックを
して，３番の段階で止まっていたら，次回はそ
こまで書いてみようねっていう形で（中略）い
まの学生については最初は（RS）の回数を減ら
しながら，だんだん（実習に）慣れてきたら増
やしていった」（A）

考察

　本研究は，診療参加型の OT 臨床実習での RS 使

用について CE の観点からの有用性と課題を明らか

にした．結果，CE の RS 使用の経験として３つの

テーマが明らかになった．これらのテーマについて，

RS 使用の有用性と課題の観点から以下に考察を加

える．

１．リフレクション・シート使用の有用性

　結果より，CE はリフレクションによる学習の推

進を経験していた．これは，臨床実習での RS 使用

の有用性を表していると考えられる．そのひとつに

RS 使用は，対象者との現場での体験を通した〈課

題の見える化と解決行動へのつなぎ〉として機能し，

〈学習者中心の学習の機会〉として学習者の達成感

につながるため，自己決定型学習 11）を促進する役割

を果たした可能性が考えられる．また，RS 使用は，

現場での対象者とのやりとりを通じた専門職として

の態度や行動，倫理的な観点を養うための起点とし

て，〈価値観に気づくきっかけ〉となり，省察的な

実践家 12）への移行を促進した可能性が考えられる．

他方，診療参加型の臨床実習では，見学，模倣，実

施の流れによる技能習得が期待されるため３），学習

者の主体性よりも習得すべき技能項目の可否に着目

される．以上より，診療参加型の OT 臨床実習にお

いて RS を併用することは，習得すべき技能項目に

加えて，学習者の自己決定学習や省察的な実践家へ

の移行といった，学習の観点に働きかける可能性が

ある点で有用であると考える．

　さらに，RS 使用による教育によって，OTS が

OT の基盤である対象者中心性 13）を促進した可能性

を示している．リフレクションは，単に行為と結果

の直線的な因果関係を明らかにするのではなく，注

意深く考え，自らの前提や論理を疑ってみることを

原則としている 14）．そのため，OTS は RS 使用を通

して，自らの思考やその背後にある OT の前提を見

直し，専門職中心の見方から〈対象者中心の視点を

持つ〉ことに貢献したのではないかと考える．これ

らの結果は，臨床実習の学習目的や目標の達成，な

らびに専門職としての能力の向上と成長に関する

テーマであり，看護領域のリフレクションの有用

性 15）を支持する知見であると考える．

２．リフレクション・シート使用の課題

　本研究の結果より，RS 使用のための準備性が必

要であることが示唆された．これは，臨床実習にお

ける RS 使用における課題であると考えられる．特

に，〈リフレクションの目的の共有〉や〈リフレク

ションへの慣れ〉が挙げられた理由として，OTS に

とって RS 使用をなぜ行うのか，といった事前の動

機付けやオリエンテーション，実習前の RS 練習の

機会，リフレクションと実習課題とのすり合わせが

不足しているのではないかと推察された．先行研究

では，学習者のリフレクションの前提条件として，

学習者のレディネスや乗り気（積極的関与）が挙げ

られており 15），今回明らかになった〈リフレクショ

ンの目的の共有〉や〈リフレクションへの慣れ〉は，

それらレディネスや積極的関与の基盤であると考え

る．つまり，本研究で明らかになった課題は，リフ

レクションの前提条件 15）の一部分とも言える．また，

それら学習者の準備性を教育者がどのように促進し

ていくかが課題である４）．本研究では，CE が RS を

〈臨床実習に取り入れる技量の必要性〉が特定され

た．この背景には，本邦の OT 領域ではリフレクショ
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ン教育の人材や参照できる文献が不足していること

が考えられる．今後は，CE に対する研修の機会や

モデル，リフレクションの評価指標が必要であるこ

とが示唆された．

３．研究の限界と課題

　本研究の参加者の臨床経験年数は 7.5 ± 2.1 年であ

り，10 年以上の臨床経験を持つものは１名であった

（表１）．すなわち，本研究は比較的経験年数の少な

い CE からの結果であると解釈できる．特に，リフ

レクション促進の教育方略の種類や内容について

は，本研究参加者の経験年数の少なさが影響したこ

とが考えられる．そのため，リフレクション促進の

教育方略については，リフレクション教育のエキス

パートを対象とした追加の調査によってさらなる検

討を行う必要があると考える．また，本研究で特定

されたテーマは OTS にとっての有用性に関するも

のであった．これは，本論の前提として，臨床実習

経験の質を高める方略としての RS の有用性を検討

したためであると考えられる．しかしながら，デー

タのなかには CE にとっても気づきや学びになった

と思われるデータもあり，今後はこれらの観点から

も検討を行う必要があると考える．

結論

　本研究は，診療参加型の OT 臨床実習での RS 使

用について CE の観点からの有用性と課題を明ら

かにすることを目的として実施した．身体障害領

域の６名の OTR に対するインタビューおよび回帰

的テーマ分析の結果，CE の RS 使用の経験として，

ａ）リフレクションによる学習の推進，ｂ）リフレ

クションの準備性，ｃ）リフレクション促進の教育

方略という３つのテーマが特定された．RS 使用の

有用性として，自己決定型学習や省察的な実践家へ

の移行，対象者中心性の促進が示唆された．一方，

RS 使用の課題として，リフレクション教育のため

の学習者の準備，教育人材や手段の不足が考えられ

た．また，リフレクション促進の教育方略について

は，リフレクション教育のエキスパートを対象とし

た追加の調査によってさらなる検討を行う必要があ

る．
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【はじめに】

　厚生労働省では2025年を目途に高齢者の尊厳の保

持と自立生活の支援の目的のもとで，可能な限り住

み慣れた地域で，自分らしい暮らしを人生の最期ま

で続けることができるよう，「地域包括ケアシステ

ム」の構築を目指している１）．日本作業療法士協会

（以下，協会）でも 2008 年度から研究事業である厚

生労働省健康増進等事業に取り組み，地域包括ケア

システムに貢献する作業療法実践のあり方を提示す

るために生活行為向上マネジメント（management 

tool for daily life performance：以下，MTDLP）を

開発した２）．さらに MTDLP は，地域包括ケアシス

テムだけで活用されるのではなく，作業療法の対象

者すべての生活行為向上を目標に作成されるように

なった．対象者の活動と参加を促進させ，本人・家

族・支援者との連携を促進するためのツールとして

使用するものとしており，協会は MTDLP を全協

会員に普及・促進している３）．協会の普及・促進の

中軸として 2015 年 11 月，協会の生涯教育制度にお

ける MTDLP の位置づけを検討し，「MTDLP 研修

制度」の構造を確立している．MTDLP 研修制度は

MTDLP 基礎研修が最初の研修であり，概念研修 90

分，演習 300 分，事例検討に向けての研修 30 分で

構成されている．MTDLP 基礎研修を修了すれば，

次に MTDLP 実践者研修と進み．協会の事例報告登

録において，１事例の審査に合格すれば，MTDLP

を実践・推進・指導できる「MTDLP 指導者」の認

定を受ける構造となっている．その中でも最初の研

修である MTDLP 基礎研修の演習では，MTDLP の

研究論文２

臨床教育者の MTDLP 活用状況と臨床実習での活用意志の調査
～３年間の臨床教育者会議からの検討～

Investigation into MTDLP utilization situation and utilization will in the bedside teaching of  the clinical educator
～ Examination from each clinical educator meetings for 3 years ～

榊原　康仁・林　亜遊
Yasufumi SAKAKIBARA・Ayuu HAYASHI

Japanese Journal of Research for the Occupational Therapy Education 21(1):　10-17,  2021

大阪医療福祉専門学校作業療法士学科
〒 532-0003　大阪市淀川区宮原１-2-14
Osaka College of Medical & Welfare Department of 
Occupational Therapy
１-２-14, Miyahara Yodogawa-ku, Osaka, 532-0003, 
Japan

受付日　2021年２月９日
受理日　2021年６月16日

要旨：本学での臨床教育者会議で，2017 年度は 56 人，2018 年度は 63 人，2019 年度は 68 人の臨床教育者
を対象者として生活行為向上マネジメント（以下，MTDLP）基礎研修修了，臨床での MTDLP 活用状況，
臨床実習での MTDLP 活用意志を調査した．３年間の調査を比較すると MTDLP 基礎研修修了者は 2017
年度が 25 人，2018 年度が 23 人，2019 年度が 26 人で有意差（P＝0.638）が無く，臨床での MTDLP 活用
は 2017 年度が 22 人，2018 年度が 19 人，2019 年度が 13 人で有意に少なくなった（P＝0.046）．MTDLP
を活用している CE は，生活行為聞き取りシートと興味・関心チェックシートが主要な活用シートであっ
た．しかし，臨床教育者の臨床実習での MTDLP 活用の意志は高く，作業療法学生と共に学習することで
MTDLP 活用を見直す可能性が示唆できた．
キーワード：生活行為向上マネジメント（MTDLP），臨床教育者，臨床実習
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概念の理解を目標としており，演習では演習事例を

通してのインテーク，生活行為アセスメント演習

シートの作成・理解・発表，生活行為課題分析シー

トの理解・検討，生活行為向上プラン演習シートの

作成・検討・発表など MTDLP シートを用いた実践

が内容に盛り込まれている４）．MTDLP 基礎研修の

修了者は，MTDLP の基礎知識と MTDLP シートの

使い方が習得できていると予想される．

　一方，協会は作業療法士養成施設（以下，養成

校）教育においても MTDLP を普及・推進してい

る． 2015 年度は，養成校教育における MTDLP の

シラバス化を目的に，養成校教員に対して研修を実

施した．2016 年からは推進協力校が認定され，作業

療法学生（以下，学生）に対する MTDLP 教育が本

格化した５）．その後，MTDLP をカリキュラムに導

入するため教員向けの研修会も開催され，学生は卒

前教育として OT 養成校において MTDLP を学び，

MTDLP を臨床実習で使用する教育を行うことで，

MTDLP を活用できる作業療法士の育成につなげよ

うとする実践も報告されるようになった６～８）．協

会では，MTDLP の基本的な実施手順について理解

することを作業療法士として求められる基本的な資

質・能力であるとして，協会が推進する作業療法士

養成教育モデル・コア・カリキュラムにも掲載して

いる９）．

　本学も現在，MTDLP 推進協力校に認定されてお

り，学生が臨床実習で MTDLP シートを活用して

事例をまとめるレポート作成を推進している．そ

のため，本学学生の臨床実習先である臨床実習施

設 で 臨 床 教 育 者（clinical educator： 以 下，CE）

が，MTDLP シートを用いる事例演習が含まれる

MTDLP 基礎を修了しているのか，臨床で MTDLP

シートを活用しているか，または MTDLP の使用を

臨床実習で受け入れる意志があるのかなどを把握す

ることは，臨床実習で学生に CE から MTDLP を学

ぶレディネスを形成するために有意義である．

　現在，養成校側が臨床実習施設に行ったアンケー

ト調査としては，作業療法士の MTDLP 研修の履

修状況と MTDLP 実習の指導経験ならびに今後の

方針に対する回答内容を分析し，MTDLP の普及に

おける課題を取り上げた研究がある 10）．しかし，継

時的な臨床実習施設での CE の MTDLP 基礎研修

受講の有無，CE の臨床での MTDLP 活用の有無と

活用している MTDLP シート，CE の臨床実習での

MTDLP 活用意志がどのように変化していっている

のかを見極めた上で臨床実習での MTDLP 活用を検

討している調査・研究はない．

　本研究の目的は，2017 年度，2018 年度，2019 年

度の CE 会議に参加した CE を対象として，MTDLP

基礎研修の受講の有無，臨床での MTDLP の活用・

不活用，MTDLP 活用時の MTDLP シートの利用，

臨床実習で MTDLP を活用する意志を明確にし，学

生が臨床実習で MTDLP を活用する際の状況を検討

することとした．

【方法】

１．対象者

　本学で毎年４月に行われる臨床実習 CE 会議に出

席した CE，2017 年の出席者 77 人，2018 年の出席

者 81 人，2019 年の出席者 84 人を対象とした．

２．調査方法

　2017 年，2018 年，2019 年とも本学大教室（120

人収容）CE 会議全体説明終了時，対象者に無記人

でのアンケートを配布し集合調査法とした．記入に

先立ち本学は MTDLP 推進協力校であることを伝

え，アンケート調査の趣旨を十分説明し，同意を得

た対象者のみ回収した．アンケートの記入時間は，

15 分程度であった．

３．調査内容

　アンケート内容としては，以下の内容について調

査した．

１）�対象者自身に関する属性（経験年数，勤務施設，

主な障害領域）

２）MTDLP 基礎研修修了と未修了

３）臨床での MTDLP 活用と不活用

４）�臨床で利用している MTDLP シート：生活行為

聞き取りシート，興味・関心チェックシート，

生活行為アセスメント演習シート，生活行為向

上プラン演習シート，生活行為向上マネジメン

トシート，生活行為課題分析シート，生活行為

申し送り表から選択（複数回答可）の活用と不

活用

５）臨床実習での MTDLP 活用意志の有無

６）�臨床での MTDLP 活用と不活用，臨床実習での
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MTDLP 活用意志の有無については，それぞれ

理由についての自由記述

４．分析方法

　2017 年度 CE 群，2018 年度 CE 群，2019 年度 CE

群の３群について，対象者の属性，MTDLP 基礎研

修修了と未修了，臨床での MTDLP 活用と不活用，

臨床での MTDLP 活用者には利用シート，臨床実習

での MTDLP 活用意志の有無を単純集計し群間比較

を実施した．群間比較はカイ二乗検定を実施し有意

水準は５％以下とした．有意差が確認されたデータ

には，残差分析を適用した．統計ソフトは統計解析

Excel 2010 を用いた．

　自由記述は，質的帰納的分析を用いた．手順

は 2017 年度，2018 年度，2019 年度の各年度の臨

床での MTDLP 活用と不活用理由，臨床実習での

MTDLP 活用意志の有と無の理由の４つの内容をそ

れぞれ精読し記述内容を文脈単位に分類し簡単な文

章にコード化した．次に分類したコードは比較検討

し意味内容の類似性や共通性からカテゴリを生成し

た．同じカテゴリは個数をカウントした．コード生

成からカテゴリ生成までの分析過程において，研究

者間で妥当性と信頼性を高める確認を行った．なお，

その確認とは筆頭筆者が自由記述分析の全過程で質

的研究の執筆経験がある共同著者からフィードバッ

クを受けながら，２人でディスカッションを繰り返

し実施した．

５．倫理的配慮

　研究目的と方法及び研究参加は任意であり参加の

拒否による不利益はないこと，入手した情報は個人

が特定されないよう集計し公表されることを説明し

承諾を得て実施した．また，本研究は，関連する企

業や営利団体等との利益相反はなく，本学研究倫理

委員会の承認を得て開始した（承認番号 第 17 号−

教−２号）．

【結果】

１．アンケートの回収結果

　2017 年 CE 会議では 77 人の出席者の内 56 人（以

下，2017 年度 CE 群），2018 年 CE 会議では 81 人の

出席者の内 63 人（以下，2018 年度 CE 群），2019 年

CE 会議では 84 人の出席者の内 68 人の回答を得た．

アンケート回収率は，2017 年が 72.7％，2018 年が

77.8％，2019 年が 81.0％となった．

２．対象者の属性

　2017 年度 CE 群，2018 年度 CE 群，2019 年度 CE

群の経験年数，勤務施設（複数回答可），障害領域

（複数回答可）をカイ二乗検定で比較した結果，経

験年数と障害領域では有意差はなく，障害領域には

有意差があった．経験年数の P 値は 0.386 で，５年

ごとに区切っても P＝0.448 であった．勤務施設は，

ほとんどの CE が病院に勤務しており（３年間平均

73.7％），他は老人保健施設，デイケア，訪問，診療

所，デイサービス，地域包括ケア支援関係に勤務が

分散しており P 値は 0.736 であった．障害領域では

P 値が 0.026 であった．残差分析では，「身障その他」

のみ 2017 年度 ED 群が有意に高く（P＜0.01），2018

年度 ED 群と 2019 年度 ED 群が有意に低く（いずれ

も P＜0.05）であった．詳細を表１に示す．

３．MTDLP 基礎研修の修了・未修了（表２）

　MTDLP 基礎研修は，2017 年度 CE 群の修了が

25 人（44.6％）と未修了が 31 人（55.4％），2018 年

度 CE 群の修了が 23 人（36.5％）と未修了が 40 人

（63.5％），2019 年度 CE 群の修了が 26 人（38.2％）

と未修了が 42 人（61.8％）で，３群間の有意差はな

かった（P=0.64）．

４．臨床での MTDLP 活用と不活用（表３）

　2017 年度 CE 群の活用が 22 人（39.3％）と不活

用が 34 人（60.7％），2018 年度 CE 群の活用が 19

人（30.2 ％） と 不 活 用 が 44 人（69.8 ％），2019 年

度 CE 群の活用が 13 人（19.1％）と不活用が 55 人

（80.9％）であった．３群間の比較は，有意に低くなっ

た（P＜0.05）．

　自由記載をコード化しカテゴリ化した結果，2017

年度 CE 群，2018 年度 CE 群，2019 年度 CE 群とも，

活用理由として，「生活行為の明確化」，「思考過程

の整理」，「情報共有」などのカテゴリが生成された

（表４）．不活用理由として「経験・知識不足」，「余

裕の無さ」，「領域による困難さ」，「必要性の欠如」

などのカテゴリが生成された（表５）．

５．臨床で利用している MTDLP シート（表６）

　MTDLP を活用している MTDLP シートの有無

を 2017 年度 CE 群，2018 年度 CE 群，2019 年度 CE

群で比較すると，生活行為聞き取りシートと生活行

為課題分析シートが共に有意に活用が少なくなった
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（P＜0.05）．興味・関心チェックシート，生活行為

アセスメント演習シート，生活行為向上プラン演習

シート，生活行為向上マネジメントシート，生活行

為申し送り表は有意差がなかった．MTDLP シート

の中で活用の多いものは，生活行為聞き取りシート

は 2017 年 CE 群が 56 人中 17 人（30.4％），2018 年

度 CE 群が 63 人中 11 人（17.5％），2019 年度 CE 群

が 68 人中８人（11.8％）で，興味・関心チェックシー

トは 2017 年 CE 群が 56 人中 20 人（35.7％），2018

年度 CE 群が 63 人中 17 人（27.0％），2019 年度 CE

群が 68 人中 12 人（17.6％）と他シートと比較して

多かった．

６．臨床実習での MTDLP 活用意志（表７）

　臨床実習での MTDLP 活用意志の有無を 2017

年度 CE 群，2018 年度 CE 群，2019 年度 CE 群で

比較すると，有意差はなかった（P＝0.499）．し

かし，2017 年度 CE 群の 87.5％，2018 年度 CE 群

の 84.1％，2019 年度 CE 群の 91.2％が臨床実習で

各年度 CE 群 修了 未修了 

2017 年度(n=56） 25(44.6%) 31(55.4%) 

2018 年度(n=63) 23(36.5%) 40(63.5%) 

2019 年度(n=68) 26(38.2%) 42(61.8%) 

  P= 0.638 

表２　MTDLP 基礎研修修了と未修了

2017 年度 CE 群 2018 年度 CE 群 2019 年度 CE 群 P 値 

経験年数 3～5 年：10 人（17.9％） 3～5 年：12 人（19.0％） 3～5 年：6 人（8.8％） P=0.386  

6～10 年：22 人（39.3％） 6～10 年：23 人（36.5％） 6～10 年：31 人（45.6％）

11～15 年：16 人（28.6％） 11～15 年：13 人（20.6％） 11～15 年：16 人（23.5％）

16～20 年：4人（7.1％） 16～20 年：12 人（19.0％） 16～20 年：11 人（16.3％）

21～25 年：4人（7.1％） 21～25 年：3人（4.8％） 21～25 年：2人（2.9％）

28 年，36 年：各 1 人

（1.5％） 

勤務施設 病院：49 人（73.7％） 病院：55 人（72.4％） 病院：61 人（72.6％） P=0.736 

（複数回答可） 老健：7 人（10.9％） 老健：5 人（6.6％） 老健：8 人（9.5％） 

デイケア：5人（7.8％） デイケア：9人（11.8％） デイケア：8人（9.5％） 

訪問：3 人（4.7％） 訪問：4 人（5.3％） 訪問：4 人（4.8％） 

診療所：0人（0.0％） 診療所：1人（1.3％） 診療所：0人（0.0％） 

地域包括：0人（0.0％） 地域包括：2人（2.6％） 地域包括：1人（1.2％） 

デ イ サ ー ビ ス ： 0 人

（0.0％） 

デ イ サ ー ビ ス ： 0 人

（0.0％） 

デ イ サ ー ビ ス ： 2 人

（2.4％） 

障害領域 身障急性期：21 人 身障急性期：24 人 身障急性期：23 人 P=0.026 

（複数回答可） 身障回復期:29 人 身障回復期：29 人 身障回復期:36 人 

身障生活期：15 人 身障生活期：12 人 身障生活期：19 人 

身障その他：14 人 身障その他：1 人 身障その他：2 人 

精神障害：3人 精神障害：5人 精神障害：4人 

老年期障害：10 人 老年期障害：12 人 老年期障害:：14 人 

発達障害：2人 発達障害：:1 人 発達障害：0人 

表１　対象者の属性

各年度 CE 群 活用している 活用していない 

2017 年度(n=56) 22(39.3%) 34(60.7%) 

2018 年度(n=63) 19(30.2%) 44(69.8%) 

2019 年度(n=68) 13(19.1%) 55(80.9%) 

P=0.046 

表３　臨床での MTDLP 活用と不活用

リゴテカ例載記由自たれさ化ドーコ群EC度年各

2017 年度 作業目標（共通の）が明確 ）2（化確明の為行活生いすやし化

 患者を抜けなく捕らえるため。自分の考えをまとめるため 思考過程の整理（4） 

 連携、情報収集に必要 情報共有（4） 

2018 年度 本人、家族のニードを知り目標を共有し明確化するため 生活行為の明確化（2） 

 患者様の情報整理がしやすい 思考過程の整理（4） 

 患者様にとっての重要な活動を知り、退院する際に円滑に申し送りする 情報共有（3） 

2019 年度 興味関心チェックシートは項目が分かりやすく聞きやすい 生活行為の明確化（2） 

 面接・情報収集･整理目的で部分的に使用している 思考過程の整理（1） 

 他職種との連携をとりやすい 情報共有（3） 

（ ）内の数字は共通・類似したカテゴリ数 

表４　臨床で MTDLP を活用している理由
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MTDLP を活用している，または活用したいと回答

している．

　自由記述をコード化しカテゴリ化した結果，臨床

実習で MTDLP を活用したい理由として，「思考過

程の整理・共有」，「対象者の生活行為の明確化」，「実

習指導者や職場の研鑽」，「教育ツールとして有効」，

「他職種・家族との連携」が 2017 年度 CE 群，2018

年度 CE 群，2019 年度 CE 群とも多く，2019 年度

CE 群からは「協会からの普及・促進」というカテ

ゴリが生成された（表８）．臨床実習で MTDLP を

活用したくない理由として「経験・知識不足」，「必

要性の欠如」，「領域による困難さ」，「余裕の無さ」

というカテゴリが生成された（表９）．

【考察】

　2019 年４月の日本作業療法士協会誌によると

2019 年３月１日現在，協会会員数は 60399 人と記載

されている 11）．一方，協会ホームページの MTDLP

士会連携支援室の 2019 年４月の MTDLP 基礎研修

修了者は 24223 人である 12）．協会員の 40.1％程度が

MTDLP 基礎研修を修了したことになる．本学科の

臨床 CE 会議は毎年，４月に開催しており，2017 年

度 CE 群の修了が 25 人（44.6％），2018 年度 CE 群

の修了が 23 人（36.5％），2019 年度 CE 群の修了が

26 人（36.2％）であり．単純に考えれば本学の学生は，

臨床実習に行くと MTDLP の基礎的な内容を理解し

ている CE の指導の下で毎年４割前後は MTDLP を

学習できると考える．

リゴテカ例載記由自たれさ化ドーコ群EC度年各

2017 年度 知識が足りない 内容を深く理解していない 経験・知識不足（15） 

 何例か実施してみたが時間を要す 余裕の無さ（8） 

 急性期のため、JCS 低い人や状態の変化が多いため 領域による困難さ（6） 

 必要性を感じていない 必要性の欠如（3） 

2018 年度 MTDLP についての知識がまだ不十分であるため 経験・知識不足（9） 

 業務多忙のため活用するに至っていない 余裕の無さ（8） 

 精神科領域での運用が困難であるため 領域による困難さ（6） 

 現在、必要性を感じていない 必要性の欠如（9） 

2019 年度 基礎研修は受けているが、中々臨床に持ち込めない 経験・知識不足（28） 

 マネジメントに時間がかかりすぎる 余裕の無さ（4） 

 急性期では活用が難しい。業務量が増える。 領域による困難さ（7） 

 必要性を理解していない 必要性の欠如（9） 

（ ）内の数字は共通・類似したカテゴリ数 

表５　臨床で MTDLP を活用していない理由

)86=n(群EC度年9102)36=n(群EC度年8102)65=n(群EC度年7102

活用あり 活用なし 活用あり 活用なし 活用あり 活用なし P 値 

生活行為聞き取りシート 17 39 11 52 8 60 0.03* 

興味・関心チェックシート 20 36 17 46 12 56 0.07 

生活行為アセスメント演習シート 4 52 4 59 5 63 0.97 

生活行為向上プラン演習シート 4 52 3 60 4 64 0.86 

生活行為向上マネジメントシート 9 47 8 55 6 62 0.47 

生活行為課題分析シート 8 48 4 59 1 67 0.02* 

生活行為申し送り表 2 54 4 59 4 64 0.77 

表６　MTDLP 活用者の臨床での利用シート

各年度 CE 群 活用している 活用したい 活用したくない 

2017 年度(n=56) 8（14.3%） 41（73.2%） 7（12.5%） 

2018 年度(n=63) 7（11.1%） 46（73.0%） 10（15.9%） 

2019 年度(n=68) 5（7.4%） 57（83.8%） 6（8.8%） 

P=0.499  

表７　臨床実習での MTDLP 活用意志の有無
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　しかし，MTDLP を臨床で活用している CE にな

ると 2017 年度 CE 群の活用が 22 人（39.3％），2018

年度 CE 群の活用が 19 人（30.2％），2019 年度 CE

群の活用が 13 人（19.1％）である．活用理由として，

「生活行為の明確化」，「思考過程の整理」，「情報共

有」など MTDLP の長所を把握している側面がある

が，MTDLP 基礎研修修了者より少なくなっている．

MTDLP が臨床で使われない理由として自由記述か

らのカテゴリが示すように，「経験・知識不足」，「余

裕の無さ」，「領域による困難さ」，「必要性の欠如」

などがあげられるが，日ごろから MTDLP を使いこ

なし学生に MTDLP を教えることができる CE は減

少している傾向にあると考えられる．

　加えて MTDLP を活用している CE は，ほとんど

が生活行為聞き取りシートと興味関心チェックシー

トしか活用していない．それらのシートは，対象者

がどのような生活行為を向上したいかを把握し，短

時間で活用ができる．すなわち臨床で MTDLP を活

用している理由の中のカテゴリの１つである「生活

行為の明確化」としては活用できるシートである．

しかし実際は，この後に続く「思考過程の整理」に

用いる生活行為アセスメント演習シート，生活行為

向上プランシート，生活行為向上マネジメントシー

ト，生活行為課題分析シートや「情報共有」に用い

る生活行為申し送り表はほとんど活用されていない

状況である．これでは包括的に対象者へ介入してい

くことはなく，本来 MTDLP シートが持つ価値も

薄れることになる．学生にとっては MTDLP の基

礎的なことを指導できる CE の指導の下でも，対象

者と面接をして生活行為聞き取りシートと興味関心

チェックシートを用いて，対象者の必要とするまた

は必要とされる生活行為を把握できる程度で，「思

考過程の整理」や「他職種や家族との情報共有」が

可能シートを日頃から活用し指導できる CE はほと

リゴテカ例載記由自たれさ化ドーコ群EC度年各

2017 年度 指導できるほどの理解がない 経験・知識不足（3） 

 レポート記入のほうが確実に良い 必要性の欠如（2） 

 状態の変化が多いため 領域による困難さ（1） 

2018 年度 活用は検討しているが現在、活用方法が職場内で共有できてない 経験・知識不足（6） 

 現段階では使用を考えていない 必要性の欠如（3） 

 急性期病院での活用は難しく感じている 領域による困難さ（1） 

 時間がない 余裕の無さ（1） 

2019 年度 指導者側の理解に欠ける 経験・知識不足（3） 

 面倒だから 必要性の欠如（1） 

 もっと簡略化してほしい 余裕の無さ（2） 

（ ）内の数字は共通・類似カテゴリ数 

表９　臨床実習で MTDLP を活用したくない理由

リゴテカ例載記由自たれさ化ドーコ群EC度年各

2017 年度 目標設定が患者様と共有しやすい。また、考えが整理できる。 思考過程の整理・共有（18） 

 対象者の生活状況をとらえるのに必要だと思うから 対象者の生活行為の明確化（6） 

 自分自身の勉強にもなるので使ってみたい 実習指導者や職場の研鑽（7） 

 学生指導を進めやすくするため 教育ツールとして有効（5） 

 他職種とかかわりも行うのでいいツールだと思う 他職種・家族との連携（4） 

2018 年度 自分自身も学生さんも担当患者様の全体像が把握できるから。 思考過程の整理・共有（15） 

 ニーズの把握力、患者とのコミュニケーションツールとして使用 対象者の生活行為の明確化（1） 

 一緒に学びたい 実習指導者や職場の研鑽（5） 

 患者様をまとめるツールとして有効だと思われる 教育ツールとして有効（7） 

 他職種とどのようにかかわるべきかを考えることができる 他職種・家族との連携（1） 

2019 年度 学生と共有しやすい。全体像を捉えやすい 思考過程の整理・共有（16） 

 学生が実習をスムーズにできるのではないかと考えるため 教育ツールとして有効（7） 

 自分の知識・技能向上につながる 実習指導者や職場の研鑽（9） 

 今後、地域包括ケアに活用できると考えるため 他職種・家族との連携（1） 

 フォーカスできるので 対象者の生活行為の明確化（1） 

 協会として取り組もうとしていることでもあるため 協会からの普及・促進（3） 

（ ）内の数字は共通・類似カテゴリ数 

表８　臨床実習で MTDLP を活用したい理由
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んどいない可能性がある．

　MTDLP は，作業療法を国民が分かりやすく「作

業療法を見える化」するために開発された特色や経

緯がある 13）．協会では作業療法を「人々の健康と幸

福を促進するために，医療，保健，福祉，教育，職

業などの領域で行われる，作業に焦点を当てた治

療，指導，援助である．作業とは，対象となる人々

にとって目的や価値を持つ生活行為を指す」と定義

している 14）．また，厚生労働省はリハビリテーショ

ンの目的を「生活機能の維持・向上」と明確化し，

「心身機能と身体構造」中心のアプローチから，「活

動と参加」「環境因子」「個人因子」への是正を図っ

た 15）．それらを考慮すると心身機能や身体構造ばか

りでなく活動や参加，環境因子などを含んだ生活行

為に目を向ける MTDLP の活用の減少は，作業療法

士にとって対象者の生活行為に焦点を当てた治療，

指導，援助をする機会が少なくなる可能性もある．

学生にとっても臨床実習において益々，生活行為に

目を向けた CE からの指導もなされなくなる可能性

もある．

　臨床での MTDLP 活用は，決して高まっている状

況ではないと考えるが，臨床実習では MTDLP を活

用している，活用したいと答えている CE が多い．

CE は MTDLP を「教育ツールとして有効」と考え

ている．「対象者の生活行為の明確化」，「思考過程

の整理・共有」，「他職種・家族との連携」など対象

者について MTDLP は，学生と CE が対象者の生活

行為を選択し，思考過程を整理し，情報共有できる

教育的なツールとして優れていると CE は示唆して

いる可能性もある．CE にとって，臨床実習で学生

と MTDLP を一緒に行うことは，その活用の練習に

もなり，MTDLP の重要性や利便性を確認し，臨床

で活用するきっかけにもなると考える．「経験・知

識不足」，「必要性の欠如」，「余裕の無さ」という理

由で臨床実習での MTDLP を活用に消極的な CE に

は，学生と一緒にシートを作成したり予後予測をし

たりと，学生と CE が共に育つことができるという

考えもある 16），加えて養成校側も学生と CE が共に

MTDLP 活用している臨床実習をサポートできたら

と考える．「領域による困難さ」で MTDLP 活用に

消極的な CE には現在，様々な領域で MTDLP を活

用している事例が多く報告されており 17）．身体障害

分野の急性期・精神障害分野・発達障害分野などの

報告を参照することで，活用率を上げることも可能

と思われる．

【研究の限界】

　本研究は，本学が 2017 年，2018 年，2019 年に開

催した CE 会議の出席者を対象に実施した MTDLP

に関するデータを参考にし，学生が臨床実習で

MTDLP を活用する上でどのような状況であるのか

について検討したものである．今回は，本学臨床実

習施設の CE の MTDLP 基礎研修受講の有無，臨床

での MTDLP 活用の有無とその理由，MTDLP シー

トの使用，臨床実習での MTDLP 活用意志とその理

由に関する調査を実施した．しかし，それらは一養

成校のデータであり，今後の調査・研究に期待した

い．

　また，本学が 2017 年，2018 年，2019 年に開催し

た CE 会議の出席者には，無記人でアンケート調査

を行ったため複数の CE 会議に参加した CE も存在

する可能性もあり，データに偏りがある可能性もあ

る．

【結語】

　 本 学 の 2017 年，2018 年，2019 年 CE 会 議 で

MTDLP 基礎研修修了，臨床での MTDLP 活用，臨

床実習での MTDLP 活用意思などを調査した．そ

の結果，３年間の CE 会議出席者の中で MTDLP 基

礎研修修了者は CE の４割前後に達していたが，臨

床実習で MTDLP を活用している CE は３年間で

有意に少なくなっており，MTDLP を活用してい

るほとんどの CE が生活行為聞き取りシートと興味

関心チェックシートしか活用しておらず，学生が

MTDLP を活用できる環境としては十分でない．し

かし，ほとんどの CE が臨床実習で MTDLP を活用

したいと考えており，臨床実習を通して臨床場面で

MTDLP を見直すきっかけになればと考える．

【謝辞】

　本研究のアンケートにご協力いただいた本学 2017

年度・2018 年度・2019 年度 CE 会議出席者の方々に

深く感謝申し上げます．
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緒言

　2020 年３月頃より世界的に流行した新型コロナウ

イルス（corona-virus disease 19；COVID−19）により，

全国の作業療法士養成校において，感染防止対策を

しながら授業（特に技能演習等）の実施環境の整備

作業に追われた．その最中，文部科学省・厚生労働

省からは臨床実習を弾力的に行うことが推奨１，２）さ

れる一方で，感染拡大防止の観点から多くの実習施

設が臨床実習の受け入れを停止した．筆者が所属す

る群馬医療福祉大学作業療法専攻（以下，本専攻）

でも，４年次に配当されている総合臨床実習Ⅰ全期

間（８週間）を学内実習，総合臨床実習Ⅱ前半（４

週間）に学外実習，後半（４週間）に学内実習を混

合して実施することになった．その２回の学内実習

では，授業時間割の周知，シラバス入力・閲覧，レ

ポート管理などの活用のためにすでに導入されてい

た学務システム（株式会社 電翔）と遠隔授業や教職

員のテレワークを実施するために急遽導入した Web

会議システム Zoom（Zoom Video Communications, 

Inc.）を併用して，遠隔で指導する体制をとった．

　このように COVID−19 の発生による教育環境への

影響によって急遽遠隔による学生教育の体制がとら

れたが，我が国では既に 2000 年に IT（Information 

Technology）基本法が策定されたことに始まり，

2015 年には国家戦略として，教育機関において ICT

（Information and communication technology，情報

通信技術）の活用の推進・普及が図られていた３）．

その教育 ICT 化によって，学習の興味・関心が起因

となって起こる主体的な学び，資料などのデータを

研究論文３

ICT を活用した作業療法臨床実習の代替となる学内実習指導の教育効果
～学生の臨床技能の到達度自己評価の調査から～

Effects of on-campus training as an alternative to clinical training in occupational 
therapy using ICT

Investigation of achievement self-assessment of clinical skills in students.

宮寺　亮輔・牛込　祐樹・悴田　敦子・高坂　駿・山口　智晴
Ryosuke MIYADERA・Yuki USHIGOME・Atsuko KASEDA・Shun KOSAKA・Tomoharu YAMAGUCHI

Japanese Journal of Research for the Occupational Therapy Education 21(1):　18-27,  2021

要旨：作業療法専攻４学年の総合臨床実習において ICT を活用した学内実習を実施し，学生の臨床技能に
おける到達度自己評価（84 項目）の変化と臨床実習の成績から学内実習の教育効果を検討した．結果，学
内実習の前後で学生の臨床技能における到達度自己評価 37 項目で有意に向上し，その後の臨床実習におけ
る評価でも，求められる臨床技能の到達状況が不十分と判断された学生数は減少した．また，向上した自己
評価のうち 14 項目が学外実習後も維持または向上していた．ICT を活用した学内実習は，学生・教員・実
習指導者の効率的な情報共有を可能にし，学外実習と組み合わせて行うことで，学生が臨床技能における自
らの課題を考え主体的に学習する手段として有用と思われた．
キーワード：学内実習，ICT，実習支援体制，学生自己評価

群馬医療福祉大学リハビリテーション学部作業療法専攻
〒 371-0023　群馬県前橋市本町 2-12-1（６・７階）
2-12-1, Honmachi Maebashi, Gunma, 371-0023, Japan
OTR: Division of Occupational Therapy, Faculty 
of Rehabilitation, Gunma University of Health and 
Welfare

受付日　2021年２月15日
受理日　2021年５月20日
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介した教員と学生間の協働的な学び，疑問や誤解に

対するリアルタイムな指導が可能になるため，感染

症拡大防止の観点から積極的な対面教育が実施でき

ていない状況においても，学力や性格特性など学生

の個別的な側面に配慮した効果的な教育が期待され

ている．

　COVID−19 発生後に報告された医学教育の実践報

告では，学外の臨床実習中止期間中に ICT ツールの

操作説明・体験，教育専任教員からの意見集約と全

教員へのカリキュラムの例示，学生に対する診療科

別の個別相談会，学務システム上の資料集約と FAQ

掲載などをしながら模擬症例に関するメディア演習

を試みた結果，教育の効率化や教員学生双方の負担

軽減，繰り返し学習の機会などの ICT 導入の利点

を挙げている４）．また COVID−19 発生前から着手開

発された医学教育コンテンツも，模擬患者映像や課

題から科学的思考力の体得，コミュニケーションス

キルやプロフェッショナリズムの学習などを図りな

がら診療を完遂させる構成を確立し，医学生の臨床

実習や客観的臨床技能試験（Objective Structured 

Clinical Examination；OSCE）において教育実践の

可能性を検討している５）．これらの報告から，ICT

を活用した医学教育の整備が急進されていることが

わかる．作業療法教育においても教育 ICT 化の必要

性は言及されてはいるが，ICT を活用した作業療法

教育の効果に関する報告は少ない６）．

　以上より，今後の ICT を活用した作業療法教育方

法の確立には，作業療法学生の実習指導における実

践報告が必要であると考えた．本研究は総合臨床実

習において ICT を活用した学内実習を実施し，学生

の臨床技能における到達度自己評価の変化と臨床実

習成績評価の分析から，ICT を活用した学内実習指

導の教育効果を学習者である学生の主観的到達度と

その前後で実施された学外実習での評価から検討す

ることを目的とする．今後も COVID−19 の更なる感

染拡大のリスクが残存するとともに，自然災害など

が頻発する我が国においては，Web を活用した教育

体制の構築が急務である．その点で今回急遽実施し

た学内実習をまとめて報告することとした．

方法

１．対象

　対象は本専攻４年生 23 名のうち，本研究の主旨

に同意した 20 名（男性３名，女性 17 名，21.2 歳± 0.4

歳）であった．本専攻の総合臨床実習Ⅰの科目内で

学内実習を実践した．対象学生は本研究対象の総合

臨床実習Ⅰの開始までに，１年次後期に見学実習（身

体障害領域の施設において１日間），２年次後期に

見学実習（身体障害領域，老年期障害領域，精神障

害領域の施設において各３日間を３回実施し全９日

間），３年次後期に評価実習Ⅰ・Ⅱ（身体障害領域，

老年期障害領域，精神障害領域，発達障害領域のう

ち２領域の施設において各３週間を２回実施し全６

週間）の臨床実習を履修している．

２．実施方法

２−１．学内実習の題材 

　学内実習の題材は，対象学生が３年次に経験した

評価実習Ⅰあるいは評価実習Ⅱの事例を用いた．グ

ループ討議をする際に多くの領域の事例情報を共有

することを図るため，身体障害領域，老年期障害領

域，精神障害領域，発達障害領域の事例が含まれる

ように各対象学生の学内実習の題材を教員が指定し

た．

２−２．学内実習の構成

　学内実習は基本的に遠隔通信による指導とした．

遠隔通信には，Zoom を用い，対象学生のオンライ

ン機器の準備状況や通信環境も確認した上で指導を

開始した．学内実習の構成は，①個別学習および指

導による事例検討（事例情報から機能障害の列挙，

作業療法評価の立案，作業療法評価の実施，全体像

の把握，作業療法目標の設定，作業療法プログラム

の立案，作業療法プログラムの効果の予測までの検

討），②グループ学習および指導による事例検討，

③学生が運営主体となって各回テーマを決めて疾患

の基礎知識や作業療法の評価及びプログラムの方法

について文献学習を行った情報をもとにグループ討

議を行う学習会，④①～③の個別・共同学習を通し

て挙がった疑問を広く考察するために企画した臨床

家による講義，⑤各自の事例検討の進捗を報告する

事例報告会（各学生２回：評価のまとめの段階，作

作業療法教育研究・第 21 巻・第１号・2021 年９月

− 19 −



業療法プログラムの効果の予測の段階），⑥臨床技

能水準の確認としての OSCE を実施した．この①～

⑥をスケジュール調整しながら実施した（表１）．

２−３．学内実習の指導体制

　学内実習に関わる指導者は本専攻の作業療法士で

ある専任教員６名であった．学内実習の指導体制は，

年度開始時に急遽遠隔通信による学内実習に変更し

た混乱に配慮して，卒業研究の指導教員がそのまま

学生を担当し，各担当学生の３年次評価実習におけ

る事例情報の読み込みから事例報告会の資料作成ま

での一連の過程に関わった．担当する学生が指導教

員の専門領域外である可能性も考慮し，２−２の③

学習会，⑤事例報告会では，複数の教員が参加し助

1 2 3 4 5 6 7 8

● ●

● ● ● ● ● ● ●

● ● ● ● ● ● ● ●

● ● ● ● ● ● ●

● ● ● ● ● ●

月

午前
個別学習

(3h)

午後

学習会（4

ｈ）・

 FB（1h）

火

個別学習

(3h)

個別学習

(3h)グルー

プ学習・FB

個別学習

(3h)

事例報告会

（4h）・

FB（1h）

FB：フィードバック

金

個別学習

(3h)

個別学習

(3h)グルー

プ学習・FB

項目　＼　週 

木

個別学習

(3h)

個別学習

(3h)グルー

プ学習・FB

④臨床家による特別講義

⑤事例報告会

⑥客観的臨床能力試験（OSCE）

実習期間内（後半）2コマ

 実習期間内（後半）2日間

①②個別・グループ実習指導

　評価実習時のケースの評価のまとめ

　治療計画立案

　領域別実習指導（相談）

③学生主体の学習会

水

表１　学内実習の構成（スケジュール）

教員A 教員B 教員C 教員D 教員E 教員F

学生

A班

学生

B班

学生

C班

学生

D班

学生

E班

学生

F班

教員A

教員C 教員B 教員F

教員E 教員D

身体障

害領域

発達・

老年期

障害領

域

精神障

害領域 ③学習会
（全学生，領域別指導教員，

臨床家）

⑤事例報告会

（全学生，全ゼミ指導教員）

相

談 助

言

参

加 助

言

指

導
相

談

①②個別・グループ実習指導

①②領域別実習指導

指

導
相

談

指

導
相

談

指

導
相

談

指

導
相

談

指

導
相

談

図１　学内実習の指導体制
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言を行うだけでなく，学内実習期間中は他のグルー

プの指導教員にも相談できる体制とした（図１）．

２−４．学内実習の課題

　学内実習の課題は実習日誌，自己学習記録，事例

報告会資料とした．学生は，毎日の出来事，体調記

録，行動評価，改善点，今後の課題（翌日，１週間

未満，１週間以上）などを実習日誌に，日々の個別

学習・グループ学習で学んだことを自己学習記録に

記載した．また，全２回の事例報告会での発表に向

けた準備として，各自パワーポイントで報告会資料

を作成した．上記の課題の形式や記載が推奨されて

いる事項はオリエンテーションにて提示および配布

したが，各班の指導状況や作業療法勉強会の意見な

どを踏まえて，加工・修正して活用するようにと説

明した．

２−５．学内実習の教育効果の評価

　学内実習の教育効果の評価の時期を図２に示す．

学内実習の自己評価は，日本作業療法士協会が定

める「臨床実習の教育目標」をもとに筆者らが作成

した臨床技能の到達度自己評価 84 項目（作業療法

評価過程理解の成立に重要な項目で抜粋：評価計画

18 項目，全体像の把握６項目，評価の実施 31 項目，

記録の方法５項目，職業人としての振る舞い19項目，

職業理解５項目のカテゴリーで分類）とし，学内実

習前後とその後の学外実習後の３回調査した．各評

価項目について技能の習得状況に対する質問に対し

て，１（全くあてはまらない）～７（非常にあては

まる）で回答した．また，学内実習に対する姿勢や

学内実習を通して実感したことについて（努力した

こと，実力が変化したこと，役立ったこと）を学内

実習後に調査した．学内実習による教育効果の検討

には３年次の評価実習Ⅱ（学外の実習指導者），４

年次の総合臨床実習Ⅰ（学内教員），総合臨床実習

Ⅱ（学外の実習指導者）の成績評価を採用し，作業

療法評価過程理解の成立に関連した 18 項目（職業

人としての適性７項目，評価の実施６項目，記録・

報告２項目，管理・運営２項目のカテゴリーで分類）

を分析した．各評価項目についての技能の習得状況

を，１（助言指導があっても不十分），２（十分で

はないが，助言・指導があればできる），３（助言・

指導があればできる），４（助言・指導なしでもだ

いたいできる）の４段階で評定した．技能面の確認

として実施した OSCE は，身体障害領域，老年期障

害領域，精神障害領域の事例への作業療法の評価及

びプログラムの実施を想定し，事前に対象者（学生）

に事例の年齢，性別，診断名，現病歴，作業療法依

頼箋等の簡単な情報を提示した．学生は教員あるい

は臨床家が演じる模擬事例に対し，見学及び場面に

応じて介入をし，介入後に教員に事例の作業療法の

評価やプログラムの内容について報告した．OSCE

の成績評価は，コミュニケーションや態度などの基

本的な対応の技能，機能障害の列挙や事例の行動観

察結果の報告などの作業療法評価の技能，事例の行

動観察結果から作業の導入や環境設定の考察などの

作業療法プログラムの技能を各項目０（できない），

１（できる）で評定し，加算した点を合計点で除し

た割合（%）で臨床技能の到達状況を観察した．

２−６．分析およびデータ処理方法

　学生による臨床技能の到達度自己評価について単

到達度

自己評価1

【学生】

到達度

自己評価2

【学生】

到達度

自己評価3

【学生】

3年次

評価実習

Ⅱ成績

【臨床実

習指導

者】

4年次

総合臨床

実習Ⅰ成

績

【教員】

4年次

総合臨床実

習Ⅱ成績

【臨床実習

指導者】

学外実習4週間

2020年10月2020年9月

学外実習3週間

月5年0202月1年0202

学内実習8週間　

2020年8月

学内実習4週間

2020年2月

図２　対象者が受けた学内・学外実習と本研究で用いたデータ

到達度自己評価１～３の比較及び，３年次実習Ⅱ，総合臨床実習Ⅰ・Ⅱの成績を比較した．
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純集計し，平均値や総合点などでデータの傾向を確

認した．また，学生が臨床技能の習得に苦慮する評

価の実施６項目のうち５項目（評価計画の立案，評

価の実施，ICF にもとづいた情報整理，生活予後の

予測，作業療法目標の設定）は，１（助言指導があっ

ても不十分），２（十分ではないが，助言・指導が

あればできる），３（助言・指導があればできる），

４（助言・指導なしでもだいたいできる）の４段階

で対象者全員の臨床技能の到達状況を把握した．統

計学的解析には，学内実習前後の自己評価の比較検

討には，一元配置分散分析を行った．統計学的解析

ソフトは IBM Statistical Package for Social Science 

ver.18 を使用し，統計処理における危険率は５% 未

満とした．

３．倫理的配慮

　本研究は群馬医療福祉大学研究倫理審査委員会の

承認（承認番号：20A−07）を得て，指針に従い，被

験者には主旨と目的を文書にて説明し，同意書に署

名を得て実施した．

結果

　学内実習期間において，学務システムの操作理解

や Zoom の通信障害などで，課題遂行や症例発表に

支障が出る者はいなかった．調査データについては，

研究対象者 20 名のうち，総合臨床実習Ⅱの進捗状

況により臨床技能の未経験の項目が発生した２名の

学生を除いて 18 名（男性２名，女性 16 名，21.1 ± 0.3

歳）を分析した．

　学内実習前後，学外実習後で調査した臨床技能の

到達度自己評価の比較結果を表２に示す．反復測定

分散分析によって学内実習前に比べて学内実習後

が有意に高くなった「質問項目」（学内実習前／学

内実習後，平均値±標準偏差）は，職業人としての

振る舞いでは，「守秘義務を果たすことができる」

（5.9 ± 1.1／6.4 ± 0.9），「対象者および家族に礼儀正

しく対応できる」（5.8 ± 1.2／6.3 ± 0.9），「指導者・

職員の考えの根拠・理論背景を理解できる」（4.8 ±

1.3／5.4 ± 1.2），「指導者・職員とコミュニケーショ

ンを図ることができる」（5.0 ± 1.2／5.7 ± 1.1），「指

導者・職員の状況を配慮し，質問することができ

る」（4.3 ± 1.6／5.3 ± 1.6），「健康管理に留意できる」

（5.4 ± 1.5／5.9 ± 1.3），「実習課題の優先順位がつけ

られる」（4.9 ± 1.5／5.4 ± 1.2）であった（p＜0.05）．

評価計画の立案では，「情報収集の目的に適した情

報入手先が想起できる」（5.3 ± 1.0／5.7 ± 1.0），「情

報収集時の留意点が想起できる」（4.3 ± 1.4／5.0 ±

1.1），「面接の目的が想起できる」（4.7 ± 1.4／5.4 ±

0.9），「面接時の留意点が想起できる」（4.4 ± 1.4／

5.4 ± 0.9），「作業療法評価の目的について述べるこ

とができる」（4.3 ± 1.2／5.2 ± 1.1），「対象者の状態

に合わせて評価の目的について述べることができ

る」（4.4 ± 1.1／4.9 ± 1.0），「疾患や障害名から概要

が想起できる」（4.3 ± 1.2／4.7 ± 0.8），「目的に合っ

た相談先を選定できる」（4.3 ± 1.6／5.6 ± 1.0）で

あった（p＜0.05）．評価の実施では，「観察時に必

要な準備ができる」（4.6 ± 1.2／5.1 ± 0.8），「面接時

に必要な準備ができる」（4.6 ± 1.4／5.2 ± 0.9），「検

査・測定の方法が想起できる」（4.6 ± 1.3／5.3 ±

0.9），「検査・測定時に留意する点について列挙でき

る」（4.1 ± 1.3／5.0 ± 0.8），「検査・測定の方法が実

施できる」（4.3 ± 1.4／4.9 ± 0.9），「関節可動域の方

法について理解している」（4.3 ± 1.2／5.5 ± 1.2），「徒

手筋力検査の方法について理解している」（4.4 ±

1.1／5.3 ± 1.1），「片麻痺機能検査の方法について理

解している」（4.4 ± 1.2／5.3 ± 1.0），「感覚検査の方

法について理解している」（4.2 ± 1.4／5.3 ± 1.1），「協

調性検査の方法について理解している」（3.8 ± 1.1／

4.4 ± 1.3），「反射機能評価について理解している」

（4.0 ± 1.1／4.9 ± 0.9），「バランス機能評価について

理解している」（4.2 ± 1.2／4.9 ± 1.4），「上肢機能の

発達について理解している」（3.7 ± 1.2／4.6 ± 0.9），

「ADL 評価について理解している」（4.6 ± 1.0／5.4 ±

1.2），「福祉用具の活用方法について理解している」

（3.9 ± 1.2／4.7 ± 1.1）であった（p＜0.05）．全体像

の把握では，「評価結果を理解するのに必要な知識

が想起できる」（4.2 ± 0.9／4.7 ± 1.0），「評価結果を

基に考察できる」（4.1 ± 1.3／4.8 ± 1.4），「各評価結

果の関連について考えられる」（4.3 ± 1.2／4.8 ± 1.2），

「対象者の生活状態と評価結果の関連について考え

られる」（4.3 ± 1.1／5.2 ± 1.2），「国際生活機能分類

を用いた対象者理解の方法を理解している」（4.4 ±

1.2／5.1 ± 1.3）であった（p＜0.05）．記録の方法では，

「記録物の管理ができる」（5.4 ± 1.3／6.2 ± 1.0），「記
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録物の整理ができる」（5.2 ± 1.4／6.1 ± 1.2）であっ

た（p＜0.05）．職業理解では有意な差を示す質問項

目はなかった．一方，学内実習後と学外実習後にお

いて変化を認めた項目（学内実習後／学外実習後，

平均値±標準偏差）は，評価計画の立案の「目的に

合った評価方法が理解できる」（5.2 ± 0.9／4.8 ± 1.1），

「疾患や障害名から注意すべき事柄が想起できる」

（4.7 ± 1.0／4.1 ± 1.2），評価の実施の「ADL 評価に

ついて理解している」（5.4 ± 1.2／5.0 ± 1.0）であり，

いずれも有意に学外実習後で低くなっていた（p＜

0.05）．さらに，学内実習前（評価１）と学外実習後

（評価３）の比較では 16 項目において有意に改善が

示され，うち 14 項目が学内実習前後（評価１−２）

でも有意な改善を認めた項目であった（p＜0.05）．

　また，学内実習後の学生の学内実習に対する姿勢

や学内実習を通して実感したこと（自己評価）は，

職業人としての適性や知識全般，評価，作業療法プ

ログラム，記録・報告に関する学内実習の期間に変

容した行動や技能についてコメントが回答されてい

た（表３）．

　臨床技能の到達状況を表４に示す．ICF に基づい

た情報整理，生活予後の予測，作業療法目標の設定

で２（十分ではないが，助言・指導があればできる）

から３（助言・指導があればできる）の段階に到達

した人数が増加した．

　学内実習後の OSCE では，身体障害領域が 73.6 ±

8.9%，老年期障害領域が 66.8 ± 7.7%，精神障害領域

が 76.0% ± 11.6% となり，各領域 50 点台の学生が

１～２名含まれていたが，平均が６割を超えていた．

考察

１．ICT を活用した学内実習指導の教育効果について

　本研究では，作業療法専攻４学年で履修する総合

臨床実習において，学務システムと遠隔会議システ

ムなどの ICT を活用した学内実習指導を実施し，学

生による臨床技能の到達度自己評価の調査や臨床実

習の成績評価との比較から，ICT を活用した臨床実

習支援の教育効果を検討することを目的とした．そ

の結果，学内実習の前後で概ね学生の臨床技能の到

達度自己評価改善（37 項目）した．また，学外実習

を重ねることでさらに複数項目で維持及び改善（12

項目，評価１−２間で改善し評価１−３間でも状態維

持または改善したもの）した．この臨床技能の到達

度自己評価の項目は作業療法評価過程を理解するた

めに必須な項目であり，対象患者の生活背景を含め

た全体像を把握するのに重要である．また，ICF に

基づいた評価の情報の整理，作業療法目標の設定は，

学生が臨床実習指導者の臨床思考過程を読み取るた

めに必要な技能６）でもあり，技能修得の必要性の理

解も含め，学内実習を通して学生の能力の自己理解

が進んだと考える．

　一方で学外実習に出たことで到達度自己評価が低

減する項目もあり，特に３項目（目的にあった評価

方法の理解，疾患や障害名から注意すべき事柄の

想起，ADL 評価の理解）は有意に到達度自己評価

が低減した．学内実習に対する姿勢や学内実習を通

して実感したことの調査（表３）では，学内実習で

この３項目に関して自己理解が進んだことが示され

た（評価目的の解釈，二次的障害の理解，対象者の

今後の生活，疾患特異性等を挙げている）．しかし，

各学生が臨床実習において多様な障害をもつ対象者

の観察や治療プログラムに関わらせて頂く中で，予

習・準備していたものと異なった対象者からの反応

に直面し，よりリスク管理を含めて注意すべき事柄

を準備しておくことの大切さを再認識したことが，

自己評価変化に影響したと推察される．また，対象

者の作業療法評価の計画や実施について，対象者へ

の説明や実習指導者への相談を経験していく中で，

対象者の生活背景を踏まえた評価目的（特に ADL）

として不十分さに気づいたことも自己評価に影響し

たと考えられた．

　また， 臨床実習指導者等による評価では，概ね大

半の学生が改善した（表４）．これは，３年次の評

価実習の事例情報の読み込みから事例報告会の資料

作成までの一連の過程を学内実習で再度考える時間

を設けたことにより，評価実習で消化不良となって

いた知識をより理解することができたと考える．

　以上より，ICT を活用した学内実習と学外実習の

両方を実施したことにより，自己で到達したと感じ

る臨床技能の項目は増え，学修としての一定効果は

あった．また，学内だけでなく，学外での臨床経験

から，自己の課題に気付くことができ，臨床技能の

到達度は低下しつつも，臨床実習指導者等の評価や

OSCE 結果からも適切な目標達成はできていたと考
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質問項目
評価
1-2間

評価
2-3間

評価
1-3間

実習現場にふさわしい服装や身なりを整えることができる 6.1 ± 1.1 6.3 ± 0.8 6.3 ± 1.0 0.430 1.000 0.481

礼儀正しい行動をとることができる 5.8 ± 1.3 6.2 ± 1.1 6.2 ± 1.1 0.088 0.772 0.233

守秘義務を果たすことができる 5.9 ± 1.1 6.4 ± 0.9 6.2 ± 1.2 0.014 * 0.298 0.250

対象者および家族に自己紹介ができる 5.9 ± 0.9 6.3 ± 0.9 5.9 ± 1.1 0.090 0.069 1.000

指導者・職員に自己紹介ができる 5.9 ± 0.9 6.2 ± 1.0 6.1 ± 1.1 0.331 0.631 0.668

対象者および家族に礼儀正しく対応できる 5.8 ± 1.2 6.3 ± 0.9 6.0 ± 1.1 0.015 * 0.111 0.564

指導者・職員の考えの根拠・理論背景を理解できる 4.8 ± 1.3 5.4 ± 1.2 5.3 ± 1.1 0.046 * 0.695 0.149

指導者・職員とコミュニケーションを図ることができる 5.0 ± 1.2 5.7 ± 1.1 5.3 ± 1.1 0.014 * 0.231 0.286

指導者・職員の状況を配慮し、質問することができる 4.3 ± 1.6 5.3 ± 1.6 4.9 ± 1.4 0.002 ** 0.069 0.037 *

指導者・職員に随時、報告・連絡・相談することができる 4.8 ± 1.6 5.6 ± 1.3 5.4 ± 1.2 0.054 0.449 0.116

実習地における規則、スケジュールを守れる 6.1 ± 0.9 6.4 ± 0.8 5.8 ± 1.5 0.111 0.086 0.361

期限内に課題の遂行できる 5.8 ± 1.4 6.1 ± 1.2 6.1 ± 1.4 0.250 0.717 0.311

期限内に課題の提出ができる 5.7 ± 1.4 6.2 ± 1.0 6.0 ± 1.4 0.166 0.298 0.508

学習に必要な文献・資料を収集できる 4.8 ± 1.4 5.3 ± 1.3 5.4 ± 1.4 0.088 0.707 0.116

健康管理に留意できる 5.4 ± 1.5 5.9 ± 1.3 6.1 ± 1.1 0.015 * 0.508 0.073

実習課題を実施する時間管理ができる 5.4 ± 1.1 5.8 ± 0.9 5.9 ± 1.3 0.057 0.726 0.126

実習課題の優先順位がつけられる 4.9 ± 1.5 5.4 ± 1.2 5.6 ± 1.5 0.046 * 0.564 0.029 *

実習で行動するには授業で学んだことを理解しておく必要がある 6.3 ± 0.8 6.2 ± 0.9 6.1 ± 1.1 0.631 0.695 0.386

作業療法学生として自分自身に不足している知識・技術・態度を理解している 5.9 ± 0.9 5.9 ± 0.9 6.1 ± 1.0 1.000 0.579 0.682

113.0454.0706.02.1±2.50.1±0.58.0±9.4るきで解理が容内たれか書に介紹・頼依・方処法療業作

作業療法処方・依頼・紹介を基に次の行動を想定できる 4.4 ± 0.9 4.7 ± 1.1 4.9 ± 1.0 0.298 0.205 0.035 *

目的に合った評価方法が理解できる 5.0 ± 0.7 5.2 ± 0.9 4.8 ± 1.1 0.483 0.049 * 0.361

対象者にとって必要な評価方法が列挙できる 4.9 ± 0.8 5.1 ± 0.8 4.8 ± 0.7 0.381 0.163 0.749

評価方法の優先順位が決められる 4.3 ± 1.2 4.4 ± 1.0 4.4 ± 1.3 0.682 0.816 0.816

評価実施の際の計画が立てられる 4.8 ± 1.1 4.9 ± 1.1 4.9 ± 0.9 0.631 1.000 0.631

情報収集の目的が理解できる 5.4 ± 0.9 5.6 ± 0.8 5.5 ± 0.9 0.528 0.607 0.842

情報収集の目的に適した情報入手先が想起できる 5.3 ± 1.0 5.7 ± 1.0 5.3 ± 1.0 0.030 * 0.187 0.790

情報収集時の留意点が想起できる 4.3 ± 1.4 5.0 ± 1.1 4.9 ± 1.3 0.035 * 0.826 0.052

観察の目的が理解できる 5.2 ± 1.1 5.3 ± 0.8 5.3 ± 1.0 0.707 0.749 0.871

面接の目的が想起できる 4.7 ± 1.4 5.4 ± 0.9 5.3 ± 0.9 0.023 * 0.579 0.094

面接時の留意点が想起できる 4.4 ± 1.4 5.4 ± 0.9 5.3 ± 0.9 0.002 ** 0.607 0.016 *

作業療法評価の目的について述べることができる 4.3 ± 1.2 5.2 ± 1.1 4.8 ± 1.4 0.002 ** 0.088 0.119

対象者の状態に合わせて評価の目的について述べることができる 4.4 ± 1.1 4.9 ± 1.0 4.7 ± 1.3 0.046 * 0.507 0.269

疾患や障害名から概要が想起できる 4.3 ± 1.2 4.7 ± 0.8 4.5 ± 0.9 0.028 * 0.361 0.466

疾患や障害名から注意すべき事柄が想起できる 4.1 ± 1.3 4.7 ± 1.0 4.1 ± 1.2 0.085 0.004 ** 0.884

評価方法時に起こりうる事柄を想起することができる 4.0 ± 1.1 4.6 ± 0.9 4.5 ± 0.9 0.096 0.805 0.070

目的に合った相談先を選定できる 4.3 ± 1.6 5.6 ± 1.0 5.2 ± 1.4 0.001 ** 0.202 0.015 *

情報収集の際の準備ができる 5.2 ± 1.4 5.4 ± 1.1 5.3 ± 1.0 0.236 0.651 0.483

観察時に必要な準備ができる 4.6 ± 1.2 5.1 ± 0.8 4.9 ± 0.9 0.046 * 0.381 0.210

観察を基に必要な情報が収集できる 4.9 ± 1.2 4.8 ± 0.9 4.8 ± 0.9 0.816 0.790 0.682

面接時に必要な準備ができる 4.6 ± 1.4 5.2 ± 0.9 5.2 ± 1.1 0.014 * 0.826 0.069

検査・測定の方法が想起できる 4.6 ± 1.3 5.3 ± 0.9 5.1 ± 1.1 0.024 * 0.215 0.149

検査・測定時に留意する点について列挙できる 4.1 ± 1.3 5.0 ± 0.8 4.8 ± 1.0 0.003 ** 0.381 0.019 *

検査・測定の方法が実施できる 4.3 ± 1.4 4.9 ± 0.9 4.7 ± 1.0 0.024 * 0.260 0.190

検査・測定時に必要な準備ができる 4.5 ± 1.3 4.9 ± 0.9 4.9 ± 0.8 0.168 1.000 0.202

評価に必要な器具や道具の準備ができる 4.7 ± 1.3 5.1 ± 1.1 5.3 ± 0.9 0.090 0.421 0.037 *

対象者の状態に合わせた評価方法の変更ができる 4.4 ± 1.2 4.7 ± 1.0 4.5 ± 1.3 0.172 0.298 0.826

関節可動域の方法について理解している 4.3 ± 1.2 5.5 ± 1.2 5.3 ± 0.7 0.000 ** 0.547 0.002 **

徒手筋力検査の方法について理解している 4.4 ± 1.1 5.3 ± 1.1 5.1 ± 0.7 0.000 ** 0.361 0.023 *

片麻痺機能検査の方法について理解している 4.4 ± 1.2 5.3 ± 1.0 5.2 ± 0.7 0.001 ** 0.542 0.018 *

感覚検査の方法について理解している 4.2 ± 1.4 5.3 ± 1.1 5.1 ± 0.8 0.003 ** 0.483 0.025 *

脳神経検査の実施方法について理解している 3.7 ± 1.2 4.2 ± 1.0 4.1 ± 1.4 0.058 0.607 0.287

協調性検査の方法について理解している 3.8 ± 1.1 4.4 ± 1.3 4.3 ± 1.3 0.045 * 0.564 0.203

反射機能評価について理解している 4.0 ± 1.1 4.9 ± 0.9 4.9 ± 0.8 0.003 ** 1.000 0.005 **

バランス機能評価について理解している 4.2 ± 1.2 4.9 ± 1.4 4.6 ± 1.3 0.029 * 0.187 0.317

運動発達の過程について理解している 3.4 ± 1.1 3.6 ± 1.1 3.7 ± 1.4 0.386 0.651 0.317

認知発達の過程について理解している 3.9 ± 1.1 4.1 ± 1.2 4.5 ± 1.3 0.592 0.110 0.056

日常生活活動の発達について理解している 4.1 ± 1.2 4.2 ± 1.5 4.6 ± 1.1 0.726 0.088 0.020 *

上肢機能の発達について理解している 3.7 ± 1.2 4.6 ± 0.9 4.4 ± 1.2 0.003 ** 0.631 0.030 *

姿勢反射について理解している 3.9 ± 1.2 4.1 ± 1.4 4.3 ± 1.3 0.466 0.260 0.177

感覚統合機能の発達について理解している 3.3 ± 1.4 3.7 ± 1.3 3.8 ± 1.3 0.233 0.695 0.244

発達検査の実施方法について理解している 3.0 ± 1.3 3.1 ± 1.2 3.4 ± 1.1 0.695 0.187 0.163

精神科における症状・社会機能検査の方法について理解している 3.4 ± 1.2 3.4 ± 1.3 3.9 ± 1.3 0.826 0.143 0.145

精神科における人格検査の方法について理解している 3.4 ± 1.2 3.6 ± 1.4 3.8 ± 1.4 0.507 0.521 0.331

精神科における知的機能検査について理解している 3.5 ± 1.2 3.6 ± 1.3 3.8 ± 1.4 0.805 0.414 0.392

ADL評価について理解している 4.6 ± 1.0 5.4 ± 1.2 5.0 ± 1.0 0.002 ** 0.049 * 0.130

自助具の活用方法について理解している 4.1 ± 1.1 4.6 ± 1.1 4.4 ± 0.9 0.070 0.631 0.185

福祉用具の活用方法について理解している 3.9 ± 1.2 4.7 ± 1.1 4.6 ± 1.0 0.023 * 0.682 0.045 *

評価結果を理解するのに必要な知識が想起できる 4.2 ± 0.9 4.7 ± 1.0 4.4 ± 1.3 0.015 * 0.263 0.298

評価結果を基に考察できる 4.1 ± 1.3 4.8 ± 1.4 4.4 ± 1.3 0.018 * 0.210 0.111

評価結果の問題の原因について考えられる 4.6 ± 1.1 4.9 ± 1.3 4.8 ± 1.3 0.149 0.421 0.409

各評価結果の関連について考えられる 4.3 ± 1.2 4.8 ± 1.2 4.7 ± 1.5 0.028 * 0.483 0.185

対象者の生活状態と評価結果の関連について考えられる 4.3 ± 1.1 5.2 ± 1.2 4.8 ± 1.3 0.001 ** 0.187 0.095

国際生活機能分類を用いた対象者理解の方法を理解している 4.4 ± 1.2 5.1 ± 1.3 4.9 ± 1.1 0.035 * 0.668 0.126

評価結果を記載することができる 5.3 ± 1.2 5.6 ± 0.9 5.6 ± 1.2 0.331 1.000 0.236

評価結果を専門用語を用いて記載することができる 4.1 ± 1.3 4.4 ± 1.1 4.6 ± 1.4 0.261 0.381 0.076

記録物の管理ができる 5.4 ± 1.3 6.2 ± 1.0 6.0 ± 1.0 0.028 * 0.421 0.076

記録物の整理ができる 5.2 ± 1.4 6.1 ± 1.2 5.9 ± 1.0 0.018 * 0.718 0.011 *

重要な項目をメモ等にスムースに書きとめることができる 4.8 ± 1.5 5.2 ± 1.6 5.3 ± 1.3 0.248 0.695 0.177

実習地でのリハビリテーション部門で働く職種について理解している 5.2 ± 1.2 5.4 ± 1.1 5.3 ± 1.3 0.260 0.579 0.631

実習地での作業療法士が関わる職種について理解している 5.3 ± 1.2 5.4 ± 1.0 5.4 ± 1.2 0.607 0.805 0.848

実習地での作業療法士の一日の仕事内容について理解している 5.6 ± 1.1 5.7 ± 1.0 5.6 ± 1.3 0.631 0.542 1.000

実習地での作業療法士が関わる対象者について理解している 5.3 ± 1.2 5.7 ± 1.0 5.6 ± 1.3 0.057 0.454 0.311

作業療法評価は、対象者の生活背景と結びつけることが重要である 6.3 ± 0.8 6.2 ± 0.9 6.3 ± 1.0 0.790 0.834 1.000
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える．よって，医学教育の報告４，５）と同様に，ICT

を活用して学内実習を行うことは有用であると考え

るが，完全な学内実習ではなく，今回のように学内

実習と学外実習の両方を経験することが，学生が自

己の課題を考えながら主体的に臨床技能を学習して

いく上で有効であることが分かった．

２．学内実習の題材や構成について

　今回の学内実習の主課題は，評価実習の事例に対

する作業療法評価過程の見直しから治療プログラム

の効果の予測までとし，学生は学内実習期間を通し

て事例報告書の作成を行った．その作成作業と並行

して，学生はグループ学習，勉強会を通して事例の

症状に関連した疾患の作業療法評価や治療プログラ

努力したこと 実力が変化したこと 役だったこと

思考プロセスのメモ 疾患の知識 疾患に対する基礎知識

文献情報を参考にした考察 疾患特異性 薬物治療の作用

主体的な学習 主体的な学習 二次的障害の影響

文献調べ（疾患情報など） 調べる力 実習で気づけなかったことへの気づき

積極的な質問 二次的障害の理解

評価目的の解釈 評価項目の立案 評価項目の立案

障害の列挙 評価目的の解釈

評価項目の内容 担当事例以外の疾患の評価項目

対象者の今後の生活 観察時の視点

観察内容の解釈（動作分析など） 問題点の考え方

作業療法プログラムの立案 担当事例以外の作業療法プログラム

作業療法プログラムの内容 作業療法プログラムの科学的根拠

記録・報告 作業療法プログラムの立案

治療上の留意点（心理面への配慮等）

記録・報告 記述内容の正確さ 報告資料の作成方法

職業人として
の適性や知識
全般

作業療法評価
過程

作業療法プロ
グラム

表３　学生による学内実習に対する姿勢や学内実習を通して実感したことについての自由記述のまとめ

4（助言・指

導なしでも

だいたいで

きる）

3（助言・指

導があれば

できる）

2（十分で

はないが，

助言・指導

があればで

きる）

1（助言指導

があっても

不十分）

評価実習Ⅱ 8 8 2 0

総合臨床実習Ⅰ 9 8 1 0

総合臨床実習Ⅱ 6 11 1 0

評価実習Ⅱ 6 10 2 0

総合臨床実習Ⅰ 9 7 2 0

総合臨床実習Ⅱ 5 12 1 0

評価実習Ⅱ 6 7 5 0

総合臨床実習Ⅰ 4 12 2 0

総合臨床実習Ⅱ 6 9 3 0

評価実習Ⅱ 4 8 6 0

総合臨床実習Ⅰ 5 10 3 0

総合臨床実習Ⅱ 3 13 2 0

評価実習Ⅱ 7 7 4 0

総合臨床実習Ⅰ 4 13 1 0

総合臨床実習Ⅱ 4 13 1 0

評価の実施

ICFに基づいた情報整理

生活予後の予測

作業療法目標の設定

評価計画の立案

表４　臨床技能の到達状況の人数分布
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ムについて討議，疑問を生じた知識についての講義

受講，事例報告会では自らの事例報告に対する学生・

教員からの助言，ほかの学生の事例報告会への参加

による気づきなどで得た情報を役立てた．これらの

学内実習のイベントに学生が主体的に参加したこと

が，前述した教育効果につながったと考える．しか

し，今回の教育効果は，作業療法評価過程の部分に

限定されるため，効果的な治療プログラムの立案か

ら治療プログラムの効果検証までの臨床技能の項目

は，事例への実践ができなかったため，教育効果が

確認できていない．この点については，医学教育の

報告５）のように模擬事例を用意するか，あるいは

臨床実習指導者に学生が立案した治療プログラムを

実践して得られた反応を映像などで学生にフィード

バックするなどの手段で補うことも１つの方法とな

る．また，その治療プログラムに関連した臨床技能

の到達度の確認も，OSCE のような場面のパフォー

マンスだけでなく，立案した治療プログラムの内容

を，文献情報（システマティックレビュー，ガイド

ラインなど）を統合した資料から評定するなどの教

員側の工夫やスキルも必要かもしれない．

３．ICT を活用した学内実習指導の課題と展望

　今回，学習者である学生の主観的到達度に着目し，

日本作業療法士協会が定める「臨床実習の教育目標」

をもとに筆者らが作成した臨床技能の到達度自己評

価を用いて学内実習指導の教育効果を検討した．臨

床実習前後において学生の自己評価を行うことは，

実習指導者との連携を図りながら，早期にきめ細か

い対応を行う上で有効な手段となり得る７，８）が，本

評価法で教育効果を検証するには，さらなる繰り返

しの測定による信頼性の検討や，実習指導者が行う

客観的評価や他の標準化された評価法との比較によ

る妥当性の検討が必要であると考える．また，ICT

を活用した学内実習指導においては，事例の個人情

報を Web 上に掲載することになるため，掲載する

内容への配慮や漏洩リスクに対する理解つまり情報

リテラシーの教育が学生および教員に必要である．

臨床実習事前指導においてはすでに，事例報告書に

記載すべき内容は指導済みではあったが，ICT 上で

情報共有する際には，使用するデバイス（パソコン

やタブレット端末等）やアプリケーション（Google，

Zoom 等）のセキュリティ状態を常に最新のものに

更新しておくことや投稿・提出したものへの責任（削

除や訂正が困難など）を持つことなど，より一層個

人情報の取り扱いに注意が必要となる．そのため，

個人情報の取り扱いを含めた情報活用能力の向上を

図るため，初年次より授業や演習などで学生が円滑

に使用できる状態まで練習する機会を設けておくこ

とが望まれる９）．

　ICT を活用した学内実習は，今回の COVID−19 発

生などで臨床実習や実技試験が困難となる状況で有

用となるだけでなく，今まで対面で行う必要があっ

た実習地訪問も，遠隔で行うなど効率化が図れる．

また，情報共有のツール（学務システムなど）を併

用すれば，実習課題の進捗状況もリアルタイムに確

認することができ，実習生の問題を早期に発見し対

処できることが推察できる．今回の事態をきっかけ

に，ICT を活用した学内実習の効果や課題を把握す

ることができたため，学生・教員の情報活用能力の

実態調査とともに，ICT を臨床実習支援に活用でき

るような仕組みづくりを続けていきたい．
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Ⅰ．はじめに

　2020 年は新型コロナウイルス感染症の感染拡大に

より，作業療法士養成施設（以下，養成校）では病

院などにおける受け入れの中止が相次ぎ臨地での実

習が困難になった．そのため，文部科学省および厚

生労働省の判断により，例外的に臨地での実習でな

くても臨床実習の単位認定が認められる状況になっ

た１）．通常，作業療法士の養成教育では病院などの

医療機関における実習が必要とされているが，2020

年はこのような状況により，９割程度の養成課程で

臨地での実習が中止となり，学内にて代替実習を行

うことを余儀なくされた２）．

　しかしながら，臨地での実習は，学生が学内で学

んだ知識，技術・技能，態度の統合を図り，作業療

法実践能力の基本を身につけるために不可欠な学習

過程である３）．本来ならば学生はこの臨地での実習

にて臨床実践能力を高めて，就職活動を行っていく．

そのような作業療法教育の重要な柱とも言える臨地

での実習を十分に学ぶことが出来なかった学生を，

就職の採用判断を行う施設側はどのように感じるの

だろうか．つまり臨地での実習を経験しているかど

うかは就職活動に影響を与えるのだろうか．

　この疑問について検討するため，過去の文献を渉

猟した結果，作業療法士の採用判断についての知見

研究論文４

新人作業療法士に対する採用担当者の採用判断についての調査研究
～新型コロナウイルス感染症による臨地実習の経験不足が及ぼした影響～

Recruitment Decisions by Recruiters for New Graduated Occupational Therapists
～ Ef fects of  Deficiency of  Clinical Practice Caused by COVID-19 ～

生嶋　みのり１）・冨田　創１）・坂口　美沙１）・小川　真寛２）

Minori IKUSHIMA１）・Hajime TOMITA１）・Misa SAKAGUCHI１）・Masahiro OGAWA２）

Japanese Journal of Research for the Occupational Therapy Education 21(1):　28-34,  2021

１）神戸学院大学総合リハビリテーション学部学生
　　〒 651-2180　神戸市西区伊川谷町有瀬 518
　　�Undergraduate Student, Faculty of Rehabilitation, 

Kobe Gakuin University
　　�518 Arise, Ikawadani-cho, Nishi-ku, Kobe 651-2180, 

Japan
２）神戸学院大学総合リハビリテーション学部
　　Faculty of Rehabilitation, Kobe Gakuin University

受付日　2021年３月29日
受理日　2021年６月27日

要旨
【背景】2020 年度は新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響により，作業療法学生の臨地実習の中止が
相次ぎ，一部の学生は長期臨床実習を経験せずに就職するような異例の事態が生じた．

【目的】2020 年度における長期臨地実習の実施状況が採用担当者の新卒学生に対する採用判断に影響したか
どうかと，またその理由を明らかにすることとした．

【方法】全国の作業療法士が 20 名以上勤務する施設への郵送によるアンケート調査とした．
【結果】調査対象施設の多くで実習経験の有無や量は採用判断に影響しないこと，一方で社会性や人間性，
コミュニケーション能力が採用判断の大きい要素であることが明らかとなった．

【結論】養成校教育として臨地での実習経験も重要であるが，学生の社会性や人間性などを磨く教育も重要
と考えられた．
キーワード：作業療法士，採用判断，新型コロナウイルス感染症，臨地実習
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は見当たらなかった．そのため，採用判断の現況を

明らかにすることは，作業療法領域での就職活動に

おける求人側の採用判断の視点を理解する一助とな

る．その結果，今後の養成校での教育や学生の学生

生活の送り方，学生が就職活動に当たる際の心得に

示唆を与え教育的意義のある情報となると考えた．

　このような背景から，本研究の目的は新型コロナ

ウイルス感染症の感染拡大した 2020 年度における

臨地実習の実施状況が採用担当者の採用判断に与え

る影響の有無と，またその理由を明らかにすること

とした．さらには，これらの分析から新人作業療法

士の採用時の判断基準の一端を理解することを目的

とした．

Ⅱ．方法

１．調査対象

　対象施設は，日本作業療法士協会の会員ポータル

サイトの会員所属施設名簿から抽出した．対象施設

の抽出は，地域は限定せず全国の作業療法士の在籍

会員数が 20 名以上の施設とした．検索の結果，410

施設が検索され，その全ての施設を調査の対象施設

とした．抽出した施設の求人・人事担当作業療法士

宛てにアンケートを送付した．

　本研究において作業療法士の在籍会員数を 20 名

以上にした理由は，研究目的にあった調査の効率性

を重視したためである．つまり，本研究は臨地実習

の有無が採用判断に与える影響についての調査であ

るため，採用を予定している可能性が高いと考えら

れる作業療法士の在籍者数が多い施設を多く抽出す

ることを優先した結果である．

２．調査方法

　調査方法は郵送による無記名回答のアンケート調

査とした．アンケートは2020年10月23日に投函し，

回収期間は 2020 年 11 月９日までとした．

３．調査内容

　「貴施設において（新人作業療法士を）採用判断

する際に，臨地での実習経験の有無や量が影響する

と考えますか？」という問いに対して影響の有無を

回答してもらい，その回答を選択した理由について

自由記載するよう回答を求めた．また，回答施設の

属性について，領域について選択肢を設けて重複回

答可で質問をした．

　尚，本アンケートにおける「臨地での実習」は，

病院や施設のみの臨床現場での実習とし，代替手段

による実習などに関しては「臨地での実習」に含ま

ないこととした．

４．分析方法

　臨地における実習経験の採用判断への影響の有無

の回答に関しては，度数分布表を作成し相対度数

（％）を算出した．

　「影響する」と「影響しない」の自由記載に関し

ては，テキストデータの分析手法であるテキストマ

イニングか KJ 法的手法のどちらかで行うこととし，

回答数に応じて分析方法を決定した．

１）テキストマイニングによる分析

　テキストマイニングは専用ソフトである KH 

Coder（3.Beta.02d）を用いて解析を行った．まず，

アンケートで得られた自由記載データを Excel デー

タに変換後，形態素解析により分かち書き処理を実

施した．抽出課程において，分かち書きしたくない

語句（例えば「卒」と「後」を「卒後」として扱う）

を抽出し，「する」「行う」など行為を示す語は強制

的に解析から除外した．また，自由記載の中で質問

文を繰り返している回答が多く見られたため質問文

の語（「採用」，「判断」，「臨地」，「臨床」，「実習」，「経

験」，「影響」，「有無」，「量」，「当院」）もストップワー

ドとして，強制的に解析から除外した．そして得ら

れたデータから総抽出語，異なり語および上位頻出

語を抽出した．

　次いでアンケート回答内容の主要な内容を把握す

るため，クラスター分析を行った．クラスター分析

の際の語の出現回数の下限とクラスター数は，クラ

スターの意味が研究目的に対して十分に解釈できる

かどうかを共著者間で協議し決定した．クラスター

分析の結果は出現パターンを可視化するためにデン

ドログラムを作成した．描画したデンドログラムを

もとに対象者の発言内容を整理するために各クラス

ター内の語が含まれる文脈の内容から各クラスター

の意味および名称を検討した．各クラスター命名の

際には，HK Coder の KWIC コンコーダンスの機能

を用いて，元のアンケート回答結果の前後の文脈を
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確認しながら命名した．

２）KJ 法的手法による分析

　分析手法は，川喜田４）の KJ 法的手法を参考に行っ

た．分析手順としては，まず自由記載をラベル化す

るため，すべての回答を読み込み，文章の示す意味

内容を把握し，１内容ごとに区切りラベル化した．

ラベルの記述から，意味の類似性により集約し，カ

テゴリに分類した．カテゴリへの分類は，集約がで

きなくなるまで階層をつくり，繰り返した．これら

を修正点や疑問点がなくなるまで共著者で合議を行

い検討した．

５．倫理的配慮

　倫理的配慮として，研究対象施設へのアンケート

を送付する際に，対象に選ばれた理由，研究の目的

や意義，個人情報の管理などの説明の書類を添付し

た．そして，回答は無記名とし，アンケートの返

信をもって研究参加への同意とみなした．この点に

関しても，アンケートの説明文章に記載した．本研

究は，神戸学院大学総合リハビリテーション学部倫

理委員会の承認を受けて実施した（承認番号　総倫

20-11）．また本研究の対象施設抽出に対しては日本

作業療法士協会に研究計画を申請し承認を得たのち

に実施した．

Ⅲ．結果

　アンケートの回収結果，228 通のアンケートの返

信があり，55.6％の回収率であった．返信があった

施設の領域の割合（重複回答可）は，身体障害領域

を含む施設が 207 件（全体の 90.8％），精神障害領

域を含む施設が 39 件（17.1％），老年期障害領域を

含む施設が 33 件（14.5％），発達障害領域を含む施

設が 23 件（10.1％），地域が 16 件（7.0％）であった．

これらのうち 38 件（16.7％）が重複回答であった．

１）実習経験不足が採用判断に影響の有無

　「貴院において採用判断する際に，臨地での実習

経験の有無や量が影響すると考えますか？」とい

う問いに対して，影響しないと回答したのは 169 件

（74.1％），影響すると回答したのは 57 件（25.0％），

無回答が２件（0.9％）であった．（図１）

２）実習経験不足が採用判断に影響しない理由

　影響しないと回答した対象者のうち，実習経験不

足が採用判断に影響しない理由に関しての自由記載

を回答したのは 150 件であった．データ数を鑑み，

影響しない理由の自由記載に関しては，多数派の見

解を機械的に抽出ができテキストマイニングで分析

した．

　150 件の自由記載から抽出された総抽出語（使用

語）は 3943（1233）語，644（403）種類であった．

クラスター分析に採用した語句の総数は合計で 331

であり，「教育」（31 回）が最も多く，続いて「学生」

（23 回），「重要」（20 回）の順に多かった．クラス

ター分析は出現回数７回以上の語句 29 語を対象に

し，クラスター数は５個とした．クラスター分析に

よるデンドログラムを図２に示す．

　各クラスターの構成要素について形態素解析する

前のアンケートの内容と照らし合わせた上で命名し

た結果を表１に示す．クラスター１は「社会」，「能

力」，「コミュニケーション」の構成要素を含み，『社

会性やコミュニケーション能力を重要視するため』

と名付けた．クラスター２は「本人」，「大切」，「人間」，

「重視」，「基準」，「人柄」の構成要素を含み，『本人

の人柄を基準として人間性を重視し大切にしている

ため』と名付けた．クラスター３は「指導」，「就職」，

「重要」，「内容」，「面接」，「試験」の構成要素を含

み，『実習より面接などの試験内容を重要視してお

り，就職後の指導が必要と考えるため』と名付けた．

クラスター４は「状況」，「大きい」，「多い」，「学生」，

図１�　臨地での実習経験が採用判断へ与える影響の

有無

影響しない
169件（74.1％）
影響しない
169件（74.1％）

影響する
57件（25.0％）
影響する
57件（25.0％）

無回答2件（0.9％）無回答2件（0.9％）
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「今年度」，「入職」，「養成校」の構成要素を含み，『ど

の養成校・入職する学生とも同じように影響が大き

い状況であるため』と名付けた．クラスター５は「少

ない」，「新人」，「対応」，「教育」，「卒後」，「学校」，

「必要」の構成要素を含み，『新人対応は少なからず

必要で，学校での教育を補うために卒後教育がある

ため』と名付けた．

３）実習経験不足が採用判断に影響する理由

　影響すると回答した対象者のうち，影響する理由

に関しての自由記載を回答したのは 56 件であった．

データ数がテキストマイニングを適応するには少な

いと判断し，影響する理由の自由記載に関しては

KJ 法的手法を使用し分析を行った．

　56 件の回答を内容によって区分し，89 枚のラベ

ルが抽出された．ラベルの中で，逆質問で回答して

いるもの（５ラベル）や実習経験不足が採用判断に

影響すると答えた理由について明確な回答でない内

容（17 ラベル）は分析対象から除外した．例えば，

除外した回答例として，逆質問は「より影響を実感

するのは実習経験のない方が入職して，しばらく

経ってからになるのではないか？」や，明確な回答

でない内容の例を挙げると「実習経験以外にも採用

判断がある」，「今年度，実習経験がないのは仕方が

ない」，「卒後教育が充実していれば影響は少ない」

などがあった．

　ラベルをカテゴリ化した結果，４層のカテゴリ構

成となり，上位のカテゴリから大グループ，中グルー

プ，小グループとした．大グループが２，中グルー

プが５，小グループが９に分類できた．

　大グループは『採用時の影響（27 ラベル）』，『採

用後の影響（40 ラベル）』の２つにまとめらえた（図

３）．以下に２つのパラグラフに分けて大グループ

ごとにその構成される下位グループの内容と代表

図２　クラスター分析後のデンドログラム

表の下部下向きの棒グラフはそれぞれの語句の出現回数を示す．

クラスター2 クラスター1 クラスター3 クラスター4 クラスター5 
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的なラベル例を紹介する．大グループのラベル名は

『　』，中グループは「　」，ラベルの代表的例を“　”

に示す．

　『採用時の影響（27 ラベル）』の大グループは，「上

司の理解が得られないから（１ラベル）」，「実習は

重要だから（17 ラベル）」および「情報源となるか

ら（９ラベル）」の３つから構成された．「実習は重

要だから」のグループの例としては，“実習経験以

外に差がない場合，実習経験がある学生を優先する

から”“採用において経験が多い方が良いから”“実

習における経験は重要と考えるため”などのラベル

から構成された．「情報源となるから」のグループ

の例としては，“学校の成績だけでは適性や努力的

な伸びなどが分からないから”“どのような施設で，

どのような病期の実習を受けたかによって配属の参

考にすることがあるから”“採用面接場面における

学生の回答に影響があると考えるため”などのラベ

ルから構成された．

　『採用後の影響（40 ラベル）』は，「本人の今後に

影響するから（21 ラベル）」，「即戦力になってほし

いから（19 ラベル）」という２つから構成された．「本

人の今後に影響するから」のグループの例としては，

“臨床推論や患者様とのコミュニケーションへの影

響が懸念されるから”“経験が少ないことで視野が

狭くなるから”“実習経験の有無によって考えや取

り組むべきことに差があると思うから”などのラベ

ルから構成された．「即戦力になってほしいから」

のグループの例としては，“学校により臨床実習の

期間などに差があり即戦力としては実習経験がある

方が良いと考えるため”“経験がないと新人教育に

時間がかかり教育側のストレスが大きいから”“実

習経験があった方が指導において理解が得られやす

図３　臨床実習の経験不足が採用判断に影響する理由

表１　各クラスターの構成要素と命名した名前�

～臨床実習の経験不足が採用判断に影響しない理由～

各クラスターの構成要素 クラスターに命名した名前
クラスター１ 社会、能力、コミュニケーション 社会性やコミュニケーション能力を重要視するため

クラスター２ 本人，大切，人間，重視，基準，人柄
本人の人柄を基準として人間性を重視し大切にしてい
るため

クラスター３ 指導，就職，重要，内容，面接，試験
実習より面接などの試験内容を重要視しており，就職
後の指導が必要と考えるため

クラスター４ 状況，大きい，多い，学生，今年度，入職，養成校
どの養成校・入職する学生とも同じように影響が大き
い状況であるため

クラスター５ 少ない，新人，対応，教育，卒後，学校，必要
新人対応は少なからず必要で，学校での教育を補うた
めに卒後教育があるため

− 32 −

新人作業療法士の採用判断− COVID-19 による臨地実習不足の影響−



いから”などのラベルから構成された．

Ⅳ．考察

　本研究の結果から採用判断する際に，臨地での実

習経験の有無や量による影響の有無は，影響しない

という回答が約 75％を占め，作業療法士が多く所属

する多くの施設で実習経験の有無や量が採用判断に

影響しないと考えていることが明らかとなった．こ

のことは多くの学生が実習に行くことができず不安

を感じているまま就職活動をした現実を考えると，

安心感を与える情報になると考える．こういった事

態がいつまで持続するか現段階では分からないが，

今後の実習に行くことができなかった学生の不安感

を減じることもできるかもしれない．したがって，

本研究の結果は，今後，臨地実習を十分行えない学

生にも安心を与える可能性がある有用な知見である

と考える．

　採用判断に実習の不足が影響しないと回答した施

設で，採用判断で重視していることとしては，社会

性やコミュニケーション能力，人間性や人柄などの

臨地実習以外の面が挙げられた．この結果は作業療

法領域における採用担当者の判断材料の一端を初め

て示した興味深い知見と言える．本研究にて採用判

断で重視されていた社会性やコミュニケーション能

力，人間性や人柄は，作業療法士のみならず一般企

業でも重視されている５−７）．したがって，特に人と

関わる仕事である作業療法士にとっても重要な部分

であり，採用者は採用判断の根拠にもなるのであろ

う．そのため，養成校においては社会性や人間性，

コミュニケーション能力などを教育していく必要が

あり，学生も学内外を問わず社会経験を積むことに

よって社会性の涵養に努めることが好ましいと考え

られる．

　また，採用判断に実習の不足が“影響する理由”

として即戦力として採用できることを希望し，実習

の不足が卒後教育に時間がかかり負担になるという

意見がみられた．一方，“影響しない理由”の分析

結果から，職場内で卒後教育を行うから影響しない

という意見がみられた．この２つの意見は，卒後教

育に対して相反する見解として捉えられた．そもそ

も今の卒後教育の教育期間は２か月から３年と職場

によって乖離があり８），その充実度は教育体制によっ

て様々である９）という報告がされている．2020 年

度のように臨地実習の経験が不足した学生に対して

は，卒後教育を例年より質や量を増し期間を長く行

うことが，実習経験の不足が補うことが望まれる．

そのため，今まで教育体制の環境設備が不十分，あ

るいは卒後教育を短期間しか行ってなかった施設に

とって教育が増大するため負担になるという結果に

なったのではないかと考える．

　これらのことと作業療法士の卒前から卒後の連続

性のある教育の充実を考えると，将来的には新人作

業療法士の採用を検討している施設は早期から卒後

教育を整え充実させて，新人教育に当たることが重

要であると考えられる．その一方で，養成校では本

研究の結果で示唆されたように学生の社会性や人間

性などを磨く教育も重要視すべきであろう．さらに

は，学生は卒後教育について関心を持ち，就職の際

には自分から専門職としての成長をするための就職

先を探索する視点が求められているのではないかと

考える．そういった視点を学生が持てるように養成

校の教員も卒後教育に関心を持ち，養成校内で教育

することが，作業療法士教育の卒前卒後の連続性の

構築に寄与し，作業療法の生涯教育のさらなる発展

にもたらす可能性があるだろう．

本研究の限界と将来の展望

　本研究では，就職の受け入れが多いと考えられた

作業療法士の会員数が 20 名以上の施設のみで主に

は身体障害領域とその併設施設を対象としており，

作業療法士の会員数が 19 名以下の施設等での傾向

の十分な理解には至っていない．小規模な施設では

十分な教育体制がとれていない可能性もあり，今回

の結果が全ての施設の結果として一般性が保てるも

のではない．

　採用判断に影響すると答えた理由の回答で，影響

の理由に対して明確な回答でないと判断したものが

多く見られた．これらの回答に関しては本研究では

採用判断に実習経験が影響するかという疑問に焦点

を当てて研究を行ったため，分析視点の統一性を重

視し分析から除外した．しかしながら，これらの結

果は調査時点での実習経験の影響の度合いが計れな

い状況，実習経験以外の判断材料があること，卒後

教育の重要性が示唆される，教育的に意味のある内
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容であり，今後はこれらの点も着目した調査，研究

も期待される．

　また，本調査は新型コロナウイルス感染症による

実習への影響が大きかったことに対する就職への影

響があるのではという疑問に端を発した研究であ

り，2020 年度の採用判断を伺い，まとめた結果であ

る．そして，その分析にはテキストデータを用いた

分析を行ったのみである．そのため将来的には，通

常の状況下において，就職担当者の採用判断を純粋

に問うような調査がされること，さらには採用判断

の材料の重みづけができるよう量的研究がされるこ

とが期待される．そういった検討が養成校教育の出

口の関門の一つと言える就職採用に対する特徴をよ

り鮮明にし，養成校教育の在り方を再検討する材料

になるのでないかと考える．

Ⅴ．まとめ

　本研究は，臨地実習の実施状況が採用担当者の採

用判断に与える影響とその理由を明らかにするた

め，全国の作業療法士が多く在籍する施設へアン

ケート調査を実施した．結果として，調査対象施設

の多くでは実習経験の有無や量だけが採用判断に影

響しないことが明らかとなった．これらの結果から，

実習経験も重要であるが，学生は実習経験以外の経

験を通して人間性・社会性などを磨くこと，そして

施設側は，卒後教育を充実させていくことが必要で

あると考える．
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